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憲法学と国家・連邦 
　―　オリヴィエ・ボーの連邦論から　―　

門　輪　祐　介※

Ⅰ　はじめに
Ⅱ　連邦論の構造と転換
Ⅲ　連邦創設の問題
Ⅳ　EU 統合のためのボー連邦論：憲法制定権力論との重ね合わせ
Ⅴ　むすびに代えて：憲法学と国家論の展望

Ⅰ　はじめに

　本稿の目的は、フランスの憲法学者オリヴィエ・ボー1）によって展開される連
邦論に注目し、その議論の日本の憲法学にとっての意義を示すことである。
　フランスの憲法学説史研究を牽引する位置にあるオリヴィエ・ボーは、主著
La Puissance de l’État において、独自の主権論・憲法制定権力論を展開し、日

　『一橋法学』（一橋大学大学院法学研究科）第 13 巻第 2 号 2014 年 7 月　ISSN 1347 - 0388
※	 　一橋大学大学院法学研究科博士後期課程
1）	 　オリヴィエ・ボー（Olivier	 BEAUD）は、パリ第二大学公法学教授。なお本文および

脚注において、頻繁に参照するボーの著作・論考については、以下のような略称を用いて
表記する。
・Olivier	BEAUD,	La Puissance de l’ État,（PUF	1994）：Puissance de l’ État.
・Olivier	BEAUD,《Fédéralism	et	souvraineté　Note	pour	une	théorie	constitutionnelle	
de	la	Fédération》（RDP	no	1-1998）p. 83：Fédéralism et souvraineté.
・Olivier	BEAUD,《La	Notion	de	pacte	 fédératif―Contribution	á	une	 théorie	constitu-
tionnelle	 de	 la	 Fédération》（in	 Jean-François	 Kervégan	 et	 Heinz	 Mohnhaupt（sous	 la	
direction	de）Gesellschaftlich Freiheit und Vertragliche Bindung in Rechtsgeschicht und 
Philosophie,	Vittorio	Klostermann	Frankfurt	am	Main,	1999）p. 197：Pacte fédératif.
・Olivier	BEAUD,	Théorie de la Fédération（PUF	2007）：Théorie de la Fédération.

641



一橋法学　第 13 巻　第 2 号　2014 年 7 月（　 ）312

本でも「フランスにおける憲法制定権力論の復権」という文脈で、この議論が参
照されることがあった2）。しかし、同書においては、主権論・憲法制定権力論の
表裏一体となる形で、各所に連邦論の構想が示唆されており、同書はボー連邦論
の嚆矢という裏の意義をも有している3）。
　その後、ボーは連邦を主題とした二つの論考、Fédéralism et souvraineté と
Pacte fédératif において、連邦論の骨格を固める。前者においては主権論と連邦
の相反性を、後者においては、連邦創設の法である「連邦契約」の概念を、それ
ぞれ主題としているが、この二つの論考において既に、ボー連邦論の二つの構造
上の特徴が現れている。第一に、「連邦契約」をはじめとする用語法への注視で
あり、ボーの連邦論は、伝統的に使用されてきた諸概念を再定義することによっ
て展開される。第二に、いずれの論考も、「国家と連邦（Fédération）の差異化」
という問題意識によって貫かれていることである。
　そして、このような特徴を有するボーの連邦論は、近時、連邦論を主題とする
著書である Théorie de la Fédération へと結実するに至った。同書以前において
は、統一的・体系的な「ボーの連邦論」自体が存在するのかという問題について
回答しない限り、ボー連邦論を扱うことができない状況にあったが4）、現在はこ

2）	 　フランス憲法学におけるボーの憲法制定権力論の学説史的・理論的位置づけを把握する
試みとして、山元一による一連の以下の論考がある。山元一「最近のフランスにおける

「憲法制定権力」論の復権―オリヴィエ・ボーの『国家権力論』を中心に―」『法政理
論』第 29 巻第 3 号（1997）1 頁以下、同「「憲法制定権力」と立憲主義―最近のフラン
スの場合―」『法政理論』第 33 巻第 2 号（2000）1 頁以下、山元一「現代フランス憲法
学における立憲主義と民主主義」『憲法問題』第 13 号（2002）172 頁以下。また、辻村み
よ子『市民主権の可能性』（有信堂 2002）81-82 頁は、欧州統合の進展にともない、欧米
および日本における「憲法制定権力論の復権」の要因としてボーを挙げている。

3）	 　Puissance de L’État に登場する「連邦（Fédération）」に関する議論は、以下の四点に
整理される。第一に、主権と連邦（Fédération）が相反する性質を持つ（p. 147）。第二に、
連邦（Fédération）を創設するものは、法的には「連邦契約」であり、その性質は国際法
領域における憲法の創設、シュミットにおける「憲法契約」である（p. 218）。第三に、連
邦（Fédération）は、国家（État）、それも連邦国家（État	fédéral）と区別される（p. 252-	
253）。第四に、欧州統合は連邦（Fédération）の形成過程として捉えられる（p. 471）。

4）	 　Théorie de la Fédération よりも前の時点におけるボーの論考を用いて「ボーの連邦論」
を検討対象としたものとして、小島慎司「主権を欠いた政治体について―オリヴィエ・
ボーの連邦論を読む―」『国家学会雑誌』11・12 号（2003）116-207 頁がある。同 193
頁において、小島は、それまでのボーの論考から、「ボー連邦論の研究が可能だと判断し
ている」との認識を示すところから始めている。
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の問題は解消されている。
　本稿は、以上のようなボー連邦論の展開を踏まえながら、先行研究との比較の
中で、ボーの連邦論の内容を読み解き、その体系的理解を図りつつ、「主権・国
家の相対化に対応するための、新たな切り口としての連邦論」として位置づける。
その上で、ボーの連邦論が現代国際社会を観察対象とする憲法学にとって、いか
なる示唆を与えるかを検討する。
　しかし、連邦論から憲法学への示唆を得ようとする本稿の問題意識は、日本の
憲法学において一般的に共有されているものとは言い難い。そこで、ボーの連邦
論の具体的内容に目を移す前に、本稿の問題意識の前提となる一つの問題に解答
しなくてはならない。それは「なぜ連邦か」という問題である。
　日本においては、連邦への関心は理論・実践のいずれにおいても、決して高い
ものではない。憲法学説上の連邦論は、つまるところ「特定分野において権力配
分の主体として連邦政府と支邦政府が存在する」という事実を指摘するにとどま
り、「連邦国家とは何か」という一般的問い、連邦国家の法的・憲法的な定義の
探究を行ってこなかった5）。日本の地方分権化政策において、「単一国家日本の
連邦化」という命題は、伝統的に、実現しない、あるいはする必要のない企てを
意味するものであった6）。
　地方分権の文脈において、「連邦」は「地方分権の極大化」、「中央集権の対極
的存在」として理解されている。しかし、ここでの連邦の評価は、必ずしも積極
的なものではない。第 27 次および第 28 次地方制度調査会の「道州制の在り方に
対する答申」において示された道州制構想では、「道州」は「都道府県に代わる

5）	 　時本善昭『国民主権と法人理論：カレ・ド・マルベールと国家法人説のかかわり』（成
文堂 2011）82 頁。

6）	 　近年の日本において、政策上連邦制が登場するのは、地方分権改革における道州制構想
である。道州制の諸構想のうち、そこで想定されている「道州」について区分すると、

「連邦制を採用する国家における単位国家、すなわち州、邦、共和国を想定するもの」、
「国の直下に位置する、第一級地方総合出先機関を想定するもの」、「国の第一級地方総合
出先機関としての性格と、広域自治体としての性格を併せ持つ融合自治体を想定するも
の」、「都道府県と併存する、都道府県よりも広域の、もう一層の広域自治体を想定するも
の」、「都道府県に代わる広域自治体を想定するもの」等に区別される（西尾勝『地方分権
改革』（東京大学出版会 2011）152-153 頁）。
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新しい広域自治体」として構想されており、また、同時に、日本社会には単一の
主権国家から連邦制国家への移行を支持するような、歴史的社会的基盤は存在し
ていないとされた。このような認識を基礎とする限り、「都道府県に代わる広域
自治体を想定する」構想の採用が有力視され、少なくとも「連邦制を採用する国
家における単位国家、すなわち州、邦、共和国を想定する」道州制構想は、必然
的に却下されることになる。要するに、日本における地方分権改革は、「連邦で
ないもの」として構想されており、日本において「連邦」を問う意味は限定的で
あると言わざるを得ない。こうした状況は、ボーが連邦論を展開するフランスで
も同様である。フランスの政治文化のなかで、連邦は連邦主義者としてのジロン
ド派と結びついて、否定的な響きを帯びつつ、地方分権の議論の中に位置づけら
れている7）。日本における筆者にとっても、フランスにおけるボーにとっても、
このような状況下で連邦を主題化することは、同時に「なぜ連邦か」が問われな
ければならないことを意味する。
　「なぜ連邦か」という問いに対する本稿の解答は、分権化とは別の文脈で語ら
れる「連邦」に注目することによって提示される。
　樋口陽一は、近代以降公法学における「連邦」が、必ずしも分権化のみと結び
ついて示されてきたわけではないことを指摘する。樋口は、日本を例外として、

「もともと連邦制は、分権のための法技術だというよりは、近代国家形成のため
の法技術であった。」8）との認識を示す。連邦は起源において「分権」ではなく

「統合」の理論であったのであり、「「諸国家の連合」ではなく「連邦国家」とい
う形態での近代国家を創出することが、この段階での問題だった」9）とする。ま

7）	 　山﨑榮一『フランスの憲法改正と地方分権　ジロンダンの復権』（日本評論社 2006）
1-2 頁。また、大津浩「フランス憲法史と公法解釈学説における「単一国家」型の地方自
治原理の成立（一）」『法政理論』第 25 巻第 3 号（1993）101-102 頁では、ジロンダンと
連邦・地方分権の政治概念上の結びつきを前提とすると、日本とフランスの間に「連邦」
概念の差異が存在することを指摘する。さらに大津は、続く「フランス憲法史と公法解釈
学説における「単一国家」型の地方自治原理の成立（二）」『法政理論』第 27 巻第 1 号

（1994）107-112 頁において、ジロンド派の主張は、つまるところパリに対抗するために、
自身の拠点である地方の県行政を過度の環礁から解放するもので、実際には「単一不可分
の共和国」を強力に主張する「反連邦主義」であるとし、「ジロンド派 = 連邦主義者」と
いう図式自体にも疑問を向けた。

8）	 　樋口陽一『憲法Ⅰ』（青林書院 1998）39 頁。
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た同時に、樋口は「連邦」が欧州統合を舞台として、近代とは異なる形で発現し
ていることも指摘する。すなわち、欧州統合の進展に伴い、「国境の内側での連
邦制の採用（例えばベルギー）と、外側での国家結合への思考（ヨーロッパ連
合）が、同時に国民国家の完結性を動揺させる方向へ向いて」10）おり、この現象
をより広い枠組みでとらえると、「均質な国民国家を想定してえがかれる集権
的・多数派デモクラシー像に対して、多元的なサブ・カルチュアの共存を想定し
て描かれる多元的・協調型デモクラシー像」11）に基づく「多元的な国家」と国家
結合が構想されているのだという。ここでは「連邦」の問題は、分権の技術とい
う側面をこえて、近代国民国家の相対化と、多極共存を可能とするデモクラシー
の技術の12）問題にまで及ぶ。
　また石川健治は、国家結合の理論として生じた「連邦国家」概念を、特殊ヨー
ロッパ的文脈の中に位置づけて、以下のように読み解く。ヨーロッパの近代化の
過程において、フランス共和国にみられるような、単一国家を理想形とする構想
は、特殊な歴史的条件のもとにおける例外であり、「むしろ複合的な国家結合こ
そが、近代的な国家生活の常態であった」。主権概念が確立して以後、「連邦国
家」の概念を構成したドイツ語圏の国家学は、結束を固めるスイスとアメリカの
形成史を範にとりながら、近代国家としての連邦国家概念を構成し、そこで得ら
れた連邦国家概念を中欧に適用して、「近代」の発展動向を腑分けすることを任
務としてきた13）。
　そして、統合のために形成される「連邦国家」概念は、これを分権化に適合的
とする一般的な認識とは異なって、「分権的・遠心的ではなくむしろ集権的・求
心的」14）な国家結合を目指す概念であった。統合を強化し、分離・独立の動きを

9）	 　樋口陽一『憲法』改訂版（創文社 1992）378-379 頁。
10）　樋口・前掲注 8）40 頁。
11）　樋口・前掲注 9）379 頁。
12）　A・レイプハルト・内山秀夫訳『多元社会のデモクラシー』（三一書房 1979）61 頁は、

連邦制の理論を「限定された特殊な型の多極共存理論」と位置付け、両者の間に親和性を
認める。このような「連邦」についての定式化が、憲法学から可能かが問題となる。

13）　石川健治「「国家結合の理論」と憲法学　Sezession の可能性」塩川信明・中谷和弘編
『法の再構築Ⅱ　国際化と法』（東京大学出版会 2007）43-45 頁。

14）　石川・前掲注 13）54 頁。
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抑制するために、「連邦国家」が主権性を強調され、これと対応して「連邦構成
国」の主権性の喪失が生じる。ここに「主権なき国家」、「非主権的国家」として
の連邦構成国が承認されなければならない。そのためにドイツ国法学は、「主権
性を失っても、国家でありうる条件」を示すことになった15）。
　これに関して、石川は今日における多元化という現実に対しても注意を向ける。
石川は、「当面は（中略）、抗・事実的に一元的志向が維持されていくものと思わ
れる。」16）と留保しつつも、「多元化」という事実に照らして法学的国家論が問い
直されれば、国家の実体性は疑わしきものとなり、憲法の国民主権解釈も大いに
動揺せざるを得ないことを認めている。これは、先の「連邦国家」概念が、実際
には一元性・凝集性を含むものであったことを見ればわかるとおり、法学が持つ
国家論のレパートリーが貧弱であることに起因している17）。このような認識に
立つ場合、国家結合の理論としての連邦論や主権論が、解体あるいは再構築の機
会に直面しているのは、もはや明白であろう。
　林知更も、ワイマール憲法理論における連邦論、「連邦国家」概念の意義をめ
ぐる議論の中で、「国家論としての連邦論」という構想を示す18）。ビスマルク帝
国下において展開された連邦国家論は、「伝統的に「単一国家」を範型としてき
た国家概念との関係で、連邦国家概念の特質を究明し概念化しようとする」19）試
みであった。この意味で、連邦論は「国家論」の一様態として位置づけられてい
たのであり、この点で石川と林は認識を共有している。
　その後、スメントとシュミットの議論において一つの頂点を迎えた後、戦後の
ドイツ憲法学の脱イデオロギー化、対象における専門家と細分化が進行し、国家

15）　石川・前掲注 13）49-50 頁。なお、石川は、ここにいう「主権性を失っても、国家であ
りうる条件」とはすなわち、伝統的な地方自治の本質をめぐる「固有権説」と「伝来説」
の対立における「固有権」と符合するものと位置付け、日本の憲法学において「地方自
治」の名において語られてきたものの背後に、「連邦国家」概念が隠れていると指摘する。

16）　石川健治「国家・国民主権と多元的社会」樋口陽一編『講座憲法学 2　主権と国際社
会』（日本評論社 1994）91-92 頁。

17）　石川健治「憲法学における一者と他者」『公法研究』第 65 号（2003）134 頁。
18）　林知更「連邦と憲法理論―ワイマール憲法理論における連邦国家論の学説的意義をめ

ぐって　上・下」『法律時報』第 84 巻 5 号（2012）99-105 頁、同 6 号（2012）66-74 頁。
19）　林・前掲注 18）（上）105 頁。
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論という包括的な問題設定自体の意義が失われていく傾向20）の中で、連邦国家
論は衰退していくことになる。しかし、林はこのようなドイツの学説状況の中に
新しい連邦論への胎動があることを付け加える。これは伝統的な連邦理論の統一
主義的思考を反省的に検討するものであるが、その背景には EU の登場がある。
すなわち、EU と連邦制という切り口や民主的正統性の議論が EU においても問
題化される中で、「正統性の構造」という新たな見地からの連邦論の可能性が提
示されていると見る21）。
　ここで、樋口、石川、林の三者の議論に通底するのが、多元化をキーワードと
する現代国際社会において、主権・国家の相対化が憲法学にもたらす用語法の問
題への意識であることに注目したい。とりわけ「主権」の語の使用についての問
題意識があることが容易に想像できよう。まず、樋口・石川の議論を見れば明ら
かであるが、主権概念には歴史性・多義性があり、多数の国家間関係が複雑に変
動する国際社会を分析する概念としては不明確である。また、主権はその属性と
して単一性・不可分性が常に意識されることから、石川の注目する多元化という
現代国際社会のキーワードとの間に、困難な緊張関係を生むものである。
　この三者は主権をはじめとする国家論の用語法の課題を意識しつつ、「連邦」
の語の歴史的・学説史的な形成過程を参照して、その原初的な性質を明らかにし
ながら、同時に「主権・国家という概念の相対化」という国際化社会における憲
法学の課題に対する新しい視座として「連邦」の提示を試みている。この「地方
分権とは異なる、新しい国家論として」の連邦研究という関心のあり方が、「な
ぜ連邦か」という問いの答えへと結びつく。
　結論を先取りするならば、ボーの連邦論は、近代以降の憲法学の中で伝統的に
使用されてきた「連邦」概念を、EU を法的に説明する概念として再定義するこ
とを目的とした、きわめて野心的な試みである。この点、ボーが「連邦」の語に
向ける関心も、樋口、石川、林と軌を一にするものであり、ボーを対象とする意
義もこの点にある。ボーは伝統的な主権・国家という概念が、現代国際化社会に

20）　林知更「国家論の時代の終焉？―戦後ドイツ憲法学史に関する若干の覚え書き（1）
（2）」法律時報第 77 巻 10 号（2005）113-121 頁・11 号（2005）61-73 頁。

21）　林・前掲注 18）（下）74 頁。
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おいて妥当しなくなりつつあることを受け止めつつ、あくまで憲法学の立場から
（すなわち、国際法学・EU 法学の立場とは異なる）、主権・国家の相対化への対
応を模索しており、その試みの一つの解答として示されたのが、彼の連邦論であ
る。
　本稿の究極的なねらいは、現代国際社会を観察し検討するために、憲法学・国
家論に求められる課題を、ボーの連邦論の参照を通じ、「連邦」という一概念に
注目することによって、用語法の側面から可能な限り浮き彫りにすることである。
　本稿の検討の手順は以下のとおりである。第一に、連邦論の諸概念の意義を確
認しつつ、連邦論の一般的な構造として、「直線的構造」が存在することを確認
する。ここではボーの先行研究としての、フランス憲法学における古典的・伝統
的な連邦論として、ルイ・ル・フュール22）とカレ・ド・マルベール23）の議論を
取り上げ、ボーと比較対照しながら24）、ボーがこの「直線的構造」に構造転換
もたらしたことを示す（Ⅱ）。第二に、ボーの連邦論の中核的論点である連邦創
設の問題について、ル・フュールの連邦創設の議論と比較しながら、ボーの議論
の核心を提示する（Ⅲ）。第三に、第一・第二において明らかにしたボーの議論
の内容を前提として、「EU を説明するための連邦論」としてのボー読解のあり
方を示す（Ⅳ）。最後に、現代国際化社会における国家の多元化、国家概念の動
揺に際して、憲法学は主権・国家といった国家論の基本的概念を従来通り使用し
続けてよいのかという重大問題を念頭に置きつつ、本稿のボー読解がこの問題に
ついていかなる示唆を与えるかについて考察する（Ⅴ）。

22）　Louis	LE	FUR,	État fédéral et Confédération d’États,（Paris,	Marchal	et	Billard,	1896,	
reed,	 LGJD,	 2000）は、頻繁に引用するため、以降、略称として État fédéral et Confé-
dération d’États と表記する。

23）　Raymond	Carré	de	Malberg,	Contribution à la Théorie générale de l’État,（Sirey,	1920	
et	1922,	reed,	Dalloz,	2004）は、頻繁に引用するため、以降、略称として Contribution と
表記する。

24）　ル・フュール、カレ・ド・マルベールの議論は、いずれもドイツ国法学の連邦国家論の
フランスにおける継受として位置づけられるが、同時にボーの直接の批判対象でもある。
なお、本稿と小島・前掲注 4）の論考とは、対象および手法において、重なる部分がある。
しかし、本稿は、ル・フュール、カレ・ド・マルベールの議論から読み取る内容、および
それらとボー連邦論の関係性の位置付けにおいて、およびボーを欧州統合との関係でより
積極的に位置づけようとする点において、小島とは関心を異にしている。
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Ⅱ　連邦論の構造と転換

1．連邦論の直線的構造
　一般的に、連邦論を構成している概念には、以下のようなものがある。
　第一に、「連邦主義」がある。一般に、「連邦制は連邦主義の思想の中から生み
出された政治制度」25）であると考えられていることから、これを逆転させ、「連
邦主義とは連邦制の土台となる思想である」と定義することができよう。しかし、
このように定義してもなお、この語によって定礎される「連邦」という政治体が
一義に確定するわけではない。連邦論の性質として注目しなければならないのは、
連邦主義の語に依拠しつつも、政治体の具体的な形を追求する議論である点であ
り、この点を認識する限り、「連邦主義」の語の持つ重みは相対化されることに
なる26）。本稿の対象とする連邦論における「連邦主義」は、連邦の形を決定す
る法・政治思想というよりも、どちらかといえば、政治体のあり方を模索する手
がかりとして位置づけられる27）。
　それでは、思想ではなく政治体を示す概念とはなにか。これには、「連邦国家

（État	 fédéral）」、「国家連合（Confédération,	 Confédération	 d’	 États）」、そして
周辺的なものを含めると、「同盟・連盟（alliance,	 ligue）」と「地域国家（État	
régional）」が存在する。これらは、全て国家の結合体である（あるいは、国家
の結合体をその発祥とする）点において共通する存在である。これらの概念を定

25）　岩崎美紀子「連邦制と主権国家」杉田敦他編『岩波講座　憲法 3　ネーションと市民』
岩波書店 2007）221 頁。

26）　同様に「連邦制」も、政治体の形態を確定する意義をもたない指針としての概念と考え
る。すなわち、「連邦制を採用する国家が連邦国家である」と言ってみたところで、同義
反復でしかなく、むしろ政治体の在り方の検討を通じて、「連邦制とはなにか」が明らか
になる。

27）　ボーは、Pacte fédératif,	 p. 248 において、連邦主義（fédéralism）の中核となる理念を
「連邦構成国が自らの意思において結合し、新たな政治的総体を形成する」ことであると
する。この命題自体は、ボー連邦論のなかで幾度も繰り返し提示されていくものではある
が、それはあくまでボーのいう「連邦」の思想的中核としての意味にとどまり、「連邦主
義」の意味を深化させるものではない。ボーにとって、連邦主義と連邦制は一方を検討す
ることによって他方の内在的性質が明らかになる性質のものであり、政治体の検討を通じ
て連邦主義の性質に踏み込むものである。
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義しようと試みるとき、論者は各政治体の概念を規定する決定的な指標を探る。
この決定的指標の探求は、しかし、各類型が「国家の結合体である」という共通
点のもとでとらえられるために、どこかに消極的定義を含むことになる28）。し
たがって、結局のところ、この定義作業は、「政治体間の統合の緊密度」を軸と
する数直線を想定し、各々の概念がどの位置に存在しているかを決定することに
よって行われる。連邦論のこのような構造を、本稿では「直線的構造」と呼ぶ。
　この直線的構造のもとで、連邦論は、国家の結合体をその結合の強度・緊密性
にもとづいて区別する。そこで、この直線的構造と、すでに列挙した政治体の結
合を示す諸概念を用いて、連邦論の一般的構造を示すことができる。結合の度合
いが最も弱いのが、「事実的な結合・同盟（union	 réelle,	 alliance）」である。「事
実的な結合」は文字通り法的な基礎（条約）を欠いた国家間結合であり、「同盟」
は、法的な基礎を有する。この二者は、中央機関の活動が結合体の目的の範囲内
に限定されている点で共通し、また両者とも、通常、統治そのものを目的とした
結合体として把握されることはない。これに対して、結合の度合いが最も強いも
のが「単一国家（État	unitaire）」である。連邦論は「事実的な結合・同盟（union	
réelle,	alliance）」と「単一国家（État	unitaire）」を両極とした、結合の緊密性を
示す直線を想定した上で、この直線を分割し領域化する。すなわち、直線に目盛
りをうつ作業としてとらえることができる。
　続いて、これまで挙げられた概念を使用して、このような直線的構造の連邦論
の結論を記述する事ができる。すなわち、その構成国（États	 membres）29）の結
合・統合の強度を示す直線上に、「事実的な結合体・同盟（union	 réelle、alli-
ance）」→「国家連合（Confédération）」→「連邦国家（État	fédéral）」→「単一
国家（État	unitaire）」の順に、合計四つの領域を構想するところに帰着する。
　なお、フランス公法学においては、連邦国家と単一国家の中間に、「地域国家

28）　すなわち、「～でないもの」とする定義を含むということ。この構造は、以下のような
典型的な説明に現れている。すなわち、国家の結合体のうち「全体として一個の国家であ
るもの」を「連邦国家」とした場合、その論理的帰結として、「構成する国家がそれぞれ
国家性を喪失していないもの」は「国家連合」とされる。

29）　本稿における「構成国」は、このように、連邦論の直線状上のいずれの位置、領域に存
在するかを問わず、国家の結合体の構成要素を一般的に示すものとして使用する。
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（État	 régional）」30）という領域を設ける場合があり、これを含む場合は、直線上
に合計五つの領域を構想することになる。「地域国家」とは、連邦国家と単一国
家の中間的形態であり、おもにスペイン・イタリアがその例として想定されてい
る。「地域国家」の性質としてあげられるのは、構成要素である地域の「地域の
利益のための政治的自治の承認」と、総体としての「国家の一体性の保持」の二
点である。このうち、第一点は連邦的な性質、第二点は単一国家的な性質であり、
これらを同時に備える点で中間的である。また、これを反映した地域国家の憲法
上の特徴として、連邦国家の憲法同様の分権化された立法府の存在と、国家の単
一・不可分性の宣言が、憲法の中に同時に書き込まれている31）という点があげ
られる。しかし、この直線的構造の連邦論において、地域国家と（とりわけ分権
化された）単一国家をいかにして区別するのかは明らかではない32）。日本にお
いては、スペイン・イタリア両国は通常、「単一国家」の領域に含まれるもの33）

として把握されており、本稿でも「地域国家」の区分を扱わず、イタリア・スペ
インの扱いについても、これに従う。
　このように、一般的な連邦論は、「国家の結合体を四つ（五つ）の形態に分類
すること」とまとめることができる。構造的特徴として数直線は必ず想定される
が、目盛りを付ける位置・根拠は論者により異なり、その位置と根拠の違いこそ

30）　Louis	FABOREU,	Droit constitutionnel,	13e	édition（Dalloz,	2010）	p. 471-488.
31）　Jean	FOUGEROUSE,《Unité	et	État	regional	en	 Italie》De l’Unité de l’État,	 sous	 la	

direction	de	Félicien	LEMAIRE,（Éditions	Cujas,	2010）p. 75.
32）　ウィルフリード・スウェンデン著・山田徹訳『西ヨーロッパにおける連邦主義と地域主

義』（公人社 2010）p. 26 は、「地域制国家と分権的単一制国家を別ける明瞭な基準がない
ことは、地域主義を分類学によってではなく、連続線上のいずれかに位置するものとして
把えることから生まれている。」とし、直線的構造の連邦論を批判する。換言すれば、直
線的構造を維持する限り、「地域国家」を正しく把握することはできないことになる。

33）　地域国家は、その特徴として「地方自治・分権化」と「単一・不可分性」を同時に取り
込むが、同種の特徴を含むものとして語られる「分権化された地域国家」といかにして区
別されるのかは、あまり明確ではない。本稿ではボーの主題である「連邦と国家の差異
化」に傾注し、「地域国家と連邦国家の区別」の論点には立ち入らない。たとえば、イタ
リア共和国憲法第 5 条は、「一にして不可分の共和国は地方自治を認め、これを促進する」
と定める。同条は、地域国家の中間的形態としての性質を示すものとして読むことも可能
であるが、本稿ではより素朴に、「分権化された単一国家」の表明として捉えることにな
る。
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が連邦論の真の問題となる。

2．ル・フュール説　連邦国家と国家連合
⑴　一般的定義：連邦国家と国家連合

　ボーに先行するフランスの連邦論として、ルイ・ル・フュールの連邦論がある。
ル・フュールはその著書『連邦国家と国家連合』34）の表題が示す通り、連邦国家
と国家連合の二概念の区別を主軸として連邦論を組み立てている。まず、議論の
前提として、連邦国家と国家連合、それぞれの一般的定義を確認しよう。
　「連邦国家」は、「連邦制を採用する国家」と定義することができる。まず、こ
の定義では「連邦制」が政治体の採用する統治形態の一つとして、国家から切り
離されて理解されている（つまり、国家以外の政治体が連邦制を採用しうる）。
通常、制度とそれを採用する政治体の差異は、意識的に論じられることは少ない
が、論者の問題意識によっては重要な問題となりうる35）。
　また、一般の百科事典には、「連邦国家」を「単一国家の反対概念」36）として
説明するものもある。この説明を念頭に置くと、「連邦制を採用する国家」とい
う定義において、「国家」の語が強く意識される。すなわち、連邦国家とは「主
権国家の一様態」であり、その意味で単一国家と並列される。また、国家である
から、一個の主権を有する。さらにこの主権がその性質上単一であるため、連邦

（中央）と連邦構成諸国のいずれが主権を有するかという問いが生じることにな

34）　État fédéral et Confédération d’États.
35）　1960 年代の時点で、連邦制を国際連合の将来的・発展的形態として構想したある論者

は、「連邦制度」と「連邦国家」を区別する。すなわち、「連邦制度」とは政治制度であり、
「連邦国家」とは「連邦制度を採用する国家」であると定義づけられている（小森義峯
『連邦制度の研究』（三晃社 1965）5 頁）。これは、同論者が、国際連合の将来を「連邦制」
と構想するが、「連邦国家」としては構想しえなかったことから生じた区別であると考え
られる。つまり、国際連合が連邦化しても、主権国家へと収斂するとは考えていないため
に、制度と国家を分離する必要があったのである。なお、この国際連合と連邦制の関係に
ついて、現在この論者の定義を受け入れることはできないが、上の制度と政治体の区別自
体は、あくまで議論構造を明確にする目的のもとに、本稿で採用する。

36）　「連邦国家」『ブリタニカ国際大百科事典』2010 年電子版。なお、この事典では「連邦
国家」を「連邦制と同義」であると説明しており、上述の「連邦制」と「連邦国家」の区
別の問題が、通常意識されていないことを示している。
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る。この問いへの一般的な解答は「連邦（中央）のみが主権を有し、連邦構成国
は主権を有しない」というものであるが、この解答は代表的な連邦国家の憲法に
共通する諸特性37）を、「連邦（中央）の主権独占の結果」として把握することで
導き出されたものである。
　連邦国家が主権国家の一様態として理解されるのに対し、「国家連合」は主権
国家の結合体として定義される。国家連合は「複数国家間の条約により、一定の
権限を共同の機関に委任」38）するものであり、この性質は連邦国家の構成国間関
係と共通する。連邦国家にはない国家連合固有の性質として説明されるのは、各
構成国が主権を有し、したがって国際法上の主体となる点であり、この構成国の
主権性が、連邦国家と国家連合を区別する決定的な基準となる。この基準に従っ
てある政治体が連邦国家か国家連合かを区別する場合、「主権国家であるのは構
成国か連邦（中央）か」が問われることになる。ここでは、「連邦国家と国家連
合を区別する基準は、主権国家の位置（連邦か構成国か）であること」を「国家
連合」の一般的定義として確認する。
　よって、連邦国家と国家連合を対比してその国家性と規律する法領域を整理す
ると、以下のようになる。連邦国家は、それ自体一個の主権国家であり、構成国
が国家であって、内部の構成国関係は、（国内）公法によって規律される。これ
に対して、国家連合は総体としては非国家的存在であり、構成国がそれぞれ主権
国家であって、内部の構成国関係は、国際法によって規律されることになる。
　二概念の一般的定義の確認によって明らかになるのは、この二概念があくまで
両者の対比と区別によって理解されること、そして、この二概念の区別が、究極

37）　主に、以下の八点。①連邦法の優先（ドイツ連邦共和国基本法第 31 条、アメリカ合衆
国憲法第 6 条 2 項）、②連邦の外交機能占有（スイス連邦憲法第 54 条 1 項、アメリカ合衆
国憲法第 1 条 10 節 1 項）、③憲法による連邦構造の変更（アメリカ合衆国憲法第 4 条 3 節
2 項）、④連邦の軍事機能占有（アメリカ合衆国憲法第 1 条 8 節 11 項から 16 項、ドイツ
連邦共和国憲法第 73 条 1 項、スイス連邦憲法第 58 条 3 項および第 60 条 1 項、アメリカ
合衆国憲法第 4 条 4 節、スイス連邦憲法第 53 条 1 項）、⑤連邦強制（ドイツ連邦共和国基
本法第 84 条 3 項、同 4 項、第 85 条 2 項、同 4 項）、⑥構成国の統治形態の基本的条件の
設定（アメリカ合衆国憲法第 4 条 4 節、スイス連邦憲法第 51 項 1 項）、⑦連邦（連邦最高
裁）の最終的な憲法解釈権、⑧構成国の脱退権の否定など。

38）　「confédération」山口俊夫編『フランス法辞典』（東京大学出版会 2002）105 頁。
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的には、「国家」と「非国家」をいかにして区別するかにかかっているというこ
とである。

⑵　ル・フュールによる区別：主権
　以上の理解を前提として、ル・フュールが連邦国家と国家連合の区別、すなわ
ち「国家」と「非国家」の区別をいかにして説明したかを見てみよう。
　結論から言って、ル・フュールが国家と非国家を区別する指標として採用した
のは、唯一、主権のみであった。ル・フュールは、国家連合と連邦国家を区別す
る基準として有力なものを取り上げ、次々に否定していく。第一に、連邦国家に
のみ、憲法上の構成国権限の列挙と39）、中央権力の対外拡張指向性40）が存在す
るという基準、第二に、連邦国家のみ立法・執行・司法の三権を全て備えるとす
る基準41）、第三に、連邦国家のみ、構成国間の平等性が完全でないという基準
である42）。ル・フュールは、以上の三基準すべてに反例が存在すると指摘し、
形式的に過ぎるとして退ける。
　第四に、連邦国家においてのみ、中央組織が自身の決定につき、連邦の所属民
に直接かつ平等に執行するという基準43）、第五に、連邦国家においてのみ、中
央組織が対外的な主権的権限（国家連合の中央組織が強く制限される交戦権・公
使派遣接受権・条約締結権）を排他的に保持するという基準44）について、いず
れも当該性質についての国家連合と連邦国家の差異は相対的であり、連邦国家の
法的性質の記述としては正当でも45）、区別の基準としては採用しえないとして
退ける。結局以上の五つは「単なる程度の差」46）の記述に過ぎないのである。

39）　État fédéral et Confédération d’ États	p. 719.
40）　État fédéral et Confédération d’ États	p. 725.
41）　État fédéral et Confédération d’ États	p. 720.
42）　État fédéral et Confédération d’ États	p. 772. 国家連合としての創設時より構成国間の

不平等を内包していたドイツが、最大の反例として挙げられている。
43）　État fédéral et Confédération d’ États	p. 772.
44）　État fédéral et Confédération d’ États	p. 724.
45）　実際に、État fédéral et Confédération d’ États	p. 527 において、ル・フュールは、中央

組織の交戦権・公使派遣接受権・条約締結権が強度に制限されることを、国家連合の法的
性質として示す。
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　なお、ここまでの議論でル・フュールが否定する五つの指標は、すべて「連邦
国家にのみ特定の性質が存在する」という形での連邦国家の積極的定義である。
しかしこれらは代表的な連邦国家の憲法に共通する諸特性47）において列挙され
た、連邦国家が主権を有することの帰結と一般に考えられている諸特性と重なる。
現代的視点からみれば、ル・フュールがここで指摘しているのは、「連邦国家が
主権を有する」ことの、「結果」と「根拠」が混同されているということである。
連邦国家と国家連合の区別のために主権を問題にするならば、主権があることの

「根拠」が問題化される。
　そして、ル・フュールは真の基準として、「構成国の国家性」を提示する。す
なわち、構成国が国家性を保持しているならばそれは国家連合であり、保持して
いないならば連邦国家である。そして国家性を基礎づけるのは、主権に他ならな
い48）。最終局面へ来て、ル・フュールは主権論に回帰するのである。
　では、ル・フュールにおいて「主権」とは何を意味するのか。ここで、ル・フ
ュールの主権論に立ち戻らねばならない。ル・フュールの主権の定義をめぐる議
論の結論部分を抜き出すと、次のようになる。

「主権とは、人間組織の最高（la	 plus	 élevée）の形態、すなわち国家に、以
下の二つを付与する性質である。第一に、他のあらゆる人間の権力に対する、
絶対的な独立性である。第二に、その確定された領土の全域における、他の
あらゆる自然人または法人に対する、相対的な命令権限であり、この権限の
結果として、国家に、その領土内における自身の固有の権能を、他の人格に
対して、その上位の法原理に従う限りにおいて、自由に決定する権限が付与
される。」49）

　ここでル・フュールは、主権国家の性質として「絶対的な独立性」と「相対的

46）　État fédéral et Confédération d’ États	p. 726.
47）　注 37）を参照。
48）　État fédéral et Confédération d’ États	p. 681.
49）　État fédéral et Confédération d’ États,	p. 492.
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な命令権限」の二つを挙げている。この二つは「独立性」と「命令権限」の部分
だけ抜き出すと、国家の主権の三つの用法として提示されるもの、すなわち、国
家権力そのもの（統治権）、国家権力の最高性・独立性（対内的には他のいかな
る権力主体に対しても優越する最高性、対外的には他のいかなる権力主体からも
独立する独立性）、「国家の政治のあり方を最終的に決める力または権威」（国家
における主権の問題として、主に主権の対内的側面に注目する用法）の三者のう
ち第二の用法、すなわち国家権力の最高性・独立性の内容をなす。
　ル・フュールのいう「絶対的な独立性」は、通常の主権概念の理解と重なる。
国家は、主権の存在を基準として、主権が及ぶ領域内を国内法・憲法の領域とし、
主権が及ばない範囲を国際法の領域と認識する。国際法領域では、国家間の平等
の原理が適用される。主権を基準とした領域の切り替えが国家の独立性の名にお
いて示されており、ある国家による法の支配が、他の主権国家に対して及ぶこと
はない。この独立性を、ル・フュールは「絶対的な」ものとして構想する。
　問題は、「相対的な命令権限」である。単一性・不可分性・不可侵性をまとう
主権概念には、同時に「最高の権力」あるいは「至高の権力」との表現が当ては
められる。しかし、このような主権に付着する「最高（suprême）」、「全能性（l’
omnipotence）」、「無制限（illimité）」の語は、「主権概念の決定的表現にはなり
えない」50）ものとして、ル・フュールにおいて問題化される。ル・フュールは、

「至高」と呼ばれている主権は、実際には、事実的な制限の他に、上位の法原理
による制限に服しており、本質的に、主権が「至高」たりえないとする。
　ここにいう上位の法原理による制限とは、究極的には法哲学的な問い、すなわ
ち、「国家の目的とは何か」という問いに帰する。この問いに対してル・フュー
ルが用意した答えは、国家が人間組織の最高の形態であるがゆえに負う、人間の
発展の条件の保障という目的である、国家は、この目的の達成の義務と存在の義
務を負う。この国家の目的は、普遍的ではあるが、その構成員である諸個人の発
展と依存関係に立ち、そのような依存関係が存在する限りにおいて、普遍的であ
るにとどまる51）。また、国家権力の行使に当たっては、この目的の対象となる

50）　État fédéral et Confédération d’ États,	p. 417.
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諸個人および法人と、この目的に従う存在である国家自体とを区別する必要が生
じる。それゆえ、国家は、「主権の効果として、それ自体で、固有の権限と、個
人の権限・主権的でない団体の権限の間の境界線を引く義務を負」52）い、この義
務の履行によって、国家目的との関係で、自身を主体化し、国家以外の存在を対
象化する必要に迫られる。すなわち、国家の中に、他の全ての政治体・社会組織
に対して自己を差異化する契機が含まれることになる。
　ル・フュールにおける主権は、国家権力に対し、事実的な限界とも、固有の主
権意思による自己拘束とも異なる「国家目的への適合」という限界づけをなす存
在である。国家が主権を有することの効果として、国家は対内的には、自己の固
有の意思以外よっては義務付け・決定を受けず、この性質が、外部から見れば、
国家の構成員に対する、国家法の自由な創造の権限、すなわち「権限（の）権
限」として把握される。しかし、ル・フュールはこの性質に、「上位の法原理の
制限下で、実現を要請される集団の目的に合致する限りにおいて」53）という限界
が設定される。
　このように限界づけられた主権、および国家は、もはや「至高（suprême）」
ではありえない。国家を構成する個人および主権的でない構成団体との関係にお
いて、国家はその権限を構成されているのであるから、国家の最高性は、比較に
おいてもっとも上位に位置するという意味での最高性であって、この点を、ル・
フュールは「suprême」の語を排して「la	plus	élevée」54）と表現する。国家とは、

「la	plus	élevée」な存在である。
　ル・フュールが「国家連合と連邦国家は主権によって区別される」と提示する
とき、その区別の指標として提示した「主権」には、これだけの綿密な内容的制
約がかかっていることに注意しなければならない。ル・フュールがこれほどまで
に連邦論の前提として主権の定義に傾注したのは、主権と連邦それ自体に鋭い衝

51）　État fédéral et Confédération d’ États,	p. 440.
52）　État fédéral et Confédération d’ États,	p. 441.
53）　État fédéral et Confédération d’ États,	p. 443.
54）　État fédéral et Confédération d’ États,	p. 439. 英語 the	highest の意。なお、このような

「至高（suprême）」と「最高（la	 plus	 élevée）」の区別による論理操作を行わないカレ・
ド・マルベールは、Contribution,	T.Ⅰp. 75 において、この二語を互換的に用いている。
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突が含まれているからである。
　主権の語が含む内容は膨大であるが、まず、主権概念の性質として、単一性

（unité）・不可分性（indivisibilité）・不可侵性（inaliénabilité）に注目すると、連
邦論においてこれらの性質を捉える場面において大きな問題が生じる。連邦国家
が単一国家と比較し、「分権化された国家」、「分権的国家」ととらえられる場合、
主権の性質としての単一性・不可分性・不可侵性との間に鋭い衝突が生じるため、

「主権の存する連邦国家」という構図は、連邦論において、何らかの論理操作を
迫るものとして働く。
　ル・フュールの、国家と主権の「至高」性、「最高」性を緩和しようとする試
みは、まさに連邦論のために用意した主権論であることに由来すると考えられ
る55）。ここに、主権の「国家性の標識」としての役割を維持しながら、分権
的・遠心的性質をもたらす「連邦」の語と、単一不可分の「国家」の語を接続す
る論理操作を読み取ることができる。このような論理操作を前提として、ル・フ
ュールは主権の語の単一性・不可分性を維持しながら、結論として、ル・フュー
ルは、連邦国家の構成国は、主権を有しないために国家性も有せず、総体として
一個の主権国家が現れるという結論に達する56）のである。

55）　もっとも、この点には若干の留意が必要である。連邦国家と国家連合の区別以前の、主
権論の段階から、ル・フュールは連邦国家における構成国の現実の姿は、およそ主権国家
と呼べるものではないという認識を持っていた。アメリカ憲法における「共和政体の保
障」の例をまつまでもなく、連邦国家の構成国は、憲法上、中央としての連邦によって多
様なコントロールを受けており、法的には、構成国が中央としての連邦の下位の次元に該
当する（État fédéral et Confédération d’ États	p. 388.）。仮に、連邦国家の憲法の中に、
構成国に主権の存在、あるいは国家性を承認する規定が存在しても、そのような性質は、
同時に連邦憲法自体によって制限されている。連邦憲法の存在自体が構成国の権限を外在
的に制限するものとして機能する以上、このような連邦憲法の規定は、実際に構成国に主
権・国家性を承認する効果を持つことはない（État fédéral et Confédération d’ États	
p. 401.）。ル・フュールにおいて、この種の規定は、各地方のパトリオティズムに対する
配慮のもとに設けられた表面上の規定としての意味しか持たないことになる。ル・フュー
ルのこのような現状認識が「当然に国家性を有しない構成国像」の形成に直結したことは
疑いなく、論理操作の目的が、「主権と連邦の平仄を合わせる」ことと同時に、ル・フュ
ールの認識する現実の構成国の姿を忠実に反映することでもあったことには、注意すべき
であろう。

56）　État fédéral et Confédération d’ États	p. 395.
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3．カレ・ド・マルベール説　連邦国家と単一国家
⑴　新たな問題：構成国と地方公共団体の区別

　「連邦国家と国家連合」の区別に傾注し、主権と国家性を結合させたル・フュ
ールに対して、同じく主権について省察しつつも「連邦国家と単一国家」の区別
に傾注したのがカレ・ド・マルベールによる連邦論である57）。
　前提として、カレ・ド・マルベールによる「連邦国家と国家連合」の区別を見
てみよう。カレ・ド・マルベールの連邦論は、国家論の中で、国家の属性である
主権との関連においてのみ問題化される58）がゆえに、その分析対象は、連邦国
家における主権の性質であり59）、必然的に、カレ・ド・マルベールにおける国
家連合の扱いは非常にシンプル60）なものとなる。カレ・ド・マルベールは、国
家連合が諸国家による「社会（société）」であるのに対して、連邦国家は「組織
化された人格（personne）」であるとした。国家連合は、構成国間において結ば
れた条約によって規律される国際法の領域であるのに対して、連邦国家は、「連
邦憲法によって組織化された国家の共同体（corporation）」61）である62）。また、
主権を基準として捉えるならば、国家連合の構成国が排他的に主権を有している
のに対して、連邦国家の構成国は主権を有しておらず、主権は連邦国家にのみ帰

57）　カレ・ド・マルベールの連邦論は、主に Raymond	Carré	de	Malberg,	Contribution à la 
Théorie générale de l’État,（Sirey,	1920	et	1922,	reed,	Dalloz,	2004）において展開される。

58）　Théorie de la Fédération,	p. 75.
59）　Contribution,	 T.Ⅰp. 88-147 においては、連邦国家とこれを対象とするドイツ国法学の

議論を列挙しながら、それらの議論における主権の意味の検討を通じて、最終的に「国家
権力の本質的要素は主権それ自体ではない（Contribution,	 T.Ⅰp. 146-147）」という結論
を導き、自論へ移行する。ここで、カレ・ド・マルベールは、連邦国家が「興味深い事
例」であるのは、「国家性の基準が主権の中にしか存在しないのか」という問いに直接結
びつくからであると述べている。

60）　Contribution,	 T.Ⅰp. 95-96 において、カレ・ド・マルベール自身、「国家連合はこのよ
うに比較的単純な概念であるのに対して、反対に連邦国家は、その構成に当たって、非常
に複雑かつ微妙な概念である。」と述べ、連邦国家と比較した場合の議論の単純さを自認
している。

61）　Contribution,	T.Ⅰp. 97.
62）　Théorie de la Fédération,	p. 75 において、ボーは、カレ・ド・マルベールにおける「国

家連合―連邦国家＝社会―結合体」という定式化を指して、ル・フュールにおいては未だ
可塑的であった国家連合と連邦国家の概念を、フランス公法学における今日的な意味にお
いて、固定化させた議論と評価する。
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属する63）。
　ル・フュールが定式化した連邦国家と国家連合の区別を単純化して継承しつつ、
カレ・ド・マルベールは「国家の共同体」と表現することで、連邦国家の構成国
を国家であると位置づけている。ここで、ル・フュールの議論では表出しなかっ
た、連邦論の問題が明らかになる。すなわち、連邦国家を主権国家として位置づ
ける場合、もはや主権を有していない連邦国家の構成国64）は、単一国家の地方
公共団体と法的にいかにして区別されるのか、という問題である。この点につい
て、連邦国家と国家連合の区別に集中したル・フュールの連邦論からは、容易に
解答が得られない。総体としての国家からの脱退権、（連邦）国家レベルの法を
無効化する権限を持たない点、中央政府との法的紛争の最終解決権が中央にある
点で、ル・フュールの目から見ても、構成国と単一国家の地方公共団体は同一で
あったからである65）。
　この問題に対するル・フュールの対応を簡単に確認しておこう。両者が差異化
されるのは、連邦国家の構成国にのみ、「連邦国家の機関としての地位において、
主権的権力の一部をなす」66）権限が与えられている点である。構成国のみが中央
に対して人民代表とは異なる特別の代表を有し67）、代表を通じて中央権力の一
部として参加できる。この構成国の主権への参加は、共和政における市民の主権

63）　Contribution,	T.Ⅰp. 123.
64）　国家連合の構成国はそれぞれ主権を有する国家であるため、「構成国」の語を用いて表

現することができるが、連邦国家の構成単位はもはや主権国家ではないために、国家連合
同様「構成国」の語を用いて表現することができるかが問題化される。この用語法上の問
題は、とりわけ邦語訳の場面において、仏語 États	 fédéral には「連邦国家」という訳語
をあてることが確定しているのに対して、États	 fédérés の訳語は一定していないことに
現れている。仏語においては、国家連合（confédération）の構成体を示す場合、États	
confédérés が使用される場合があり、この場合、États	 confédérés を連邦国家の構成体
États	 fédérés とを対照させる。この用語法では、連邦国家と国家連合の構成体を別々の
語で示すことで、「国家」の語に付きまとう連邦との理論的衝突を回避している。なお、
本稿では後述するボーの連邦論との接続を簡易にするため、国家連合と連邦国家いずれの
構成体についても、「構成国」の語であらわす。

65）　État fédéral et Confédération d’ États	p. 529.
66）　État fédéral et Confédération d’ États	p. 601.
67）　État fédéral et Confédération d’ États	p. 609. また、この点が、構成国代表としての第

二院の存在に具体化される（État fédéral et Confédération d’ États	p. 620.）。
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参加との類似関係において語られる。すなわち連邦国家の構成国とは、「特別な
選挙人」68）であって、この構成国から中央に対する代表こそが、ル・フュールに
おいて連邦国家の構成国と単一国家の地方公共団体を区別する基準となる。この

「構成国からの特別な代表の存在」は、現在でも連邦国家の統治における重要な
特徴である。

⑵　カレ・ド・マルベールによる対応：主権と国家権力の区別
　次に、この問題に対するカレ・ド・マルベールによる解答を見てみよう。カ
レ・ド・マルベールは、連邦国家の構成国は主権を有していないとしつつ、構成
国に対して国家性を否認しない。すなわち、連邦国家の構成国は「主権なき国
家」であり、国家ですらない単一国家の地方公共団体とは区別されることになる。
よって、「主権なき国家」の存在を定義づけることが、カレ・ド・マルベールの
連邦論の鍵となる69）。
　ル・フュールが主権と国家を不可分一体とみなし、構成国の主権を否定するこ
との論理的帰結として、国家性を否定する道筋を採ったことは既に述べた。これ
に対して、カレ・ド・マルベールは、構成国の国家性を否定せず「主権なき国
家」の存在を認める。ここで、主権と国家性を切断しない道を採ったル・フュー
ルと、決定的に分岐することになる70）。
　カレ・ド・マルベールは、イェリネックの国家権力論に依拠しながら、主権

（souveraineté）と国家権力（la	 puissance	 étatique）を概念上区別することによ

68）　État fédéral et Confédération d’ États	p. 638.
69）　高橋和之「国家主権とフェデラシオン―EU 統合プロセスの憲法学的把握をめぐって
―」『欧州統合とフランス憲法の変容』（有斐閣 2003）8 頁では、カレ・ド・マルベール
の連邦論を、構成国の国家性を認めつつ連邦を成立させるという現代的文脈の中に位置づ
ける。

70）　カレ・ド・マルベールもル・フュールも、自説の下敷きとして、イェリネックの国家論
を重んじ、参照している。連邦構成国と単一国家の地方公共団体の区別の問題について、
イェリネックは「主権なき国家」を認めることによって解答しており、この点について言
えば、ル・フュールはイェリネックから離れ、カレ・ド・マルベールはイェリネックの回
答を継承したことになる。イェリネックの回答については、G・イェリネック著、芦部信
善・阿部照哉他訳『一般国家学』（学陽書房 1974）623 頁を参照。なお以降においては同
訳を『一般国家学』と表す。
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って、「主権なき国家」をいかに定義づけるかという問題への解答を用意した71）。
すなわち、国家とは「国家権力を有する政治体」であって、「主権を有する政治
体」とは限らないということである。
　では、「国家権力」と主権の違いはなにか。カレ・ド・マルベールは、「国家性
の基準を、権力の性質の中に求める」72）ことによって、国家権力（la	 puissance	
étatique）を定義する。国家権力の特徴とは、その権力主体が、自己の命令を、
他の制限・抵抗を排して強制し貫徹すること、すなわち「支配権力」にある。し
かも支配権力は、他からの借物でなく始原的である。このように定義される国家
権力を示す標識は何か。それは「自己組織能力（la	faculté	auto-organisation）」73）

である。この能力はまず何より、自己に憲法を授ける能力、すなわち、その固有
の意思によって、行使する権限の主体となる機関、権限の範囲と権限行使の本質
的条件を定める能力である。「自己固有の支配力を有し、その行使のための組織
を自ら形成しうるとき、国家が存在する」74）ことになる。
　しかし、このような性質を持つ国家権力には、強弱がありうる。そして国家権
力が「最高・独立」の段階にまで高められた時、初めて主権としての性質を具備
するようになるのであって、国家権力における自己組織の能力が、外在的な制限
を受けており、結果として、「国家権力ではあるが主権ではない」という状態の
支配力が存在しうる。連邦国家の構成国にこの構図を適用すると、州憲法に対し
て共和政体を要求するアメリカ憲法が、この制限の例である。だが、構成国がこ
のような制限を受けることは、構成国が主権を有しないことを意味するに過ぎず、
国家権力の喪失を意味しない。自己組織権自体は連邦憲法によって与えられたも
のではなく、構成国に始原的に存在したものであり、またそれゆえに、構成国固
有の意思によって構成国憲法を改正することが可能である。
　結局、カレ・ド・マルベールにおける「主権なき国家」とは、構成国それぞれ
の真の意味での固有の憲法に帰着する75）。構成国は自己の意思および機関によ

71）　カレ・ド・マルベールの国家権力論の骨子は、高橋和之『現代憲法理論の源流』（有斐
閣 1986）134 頁以降も参照。

72）　Contribution,	T.Ⅰp. 151.
73）　Contribution,	T.Ⅰp. 159.
74）　高橋・前掲注 69）9 頁。
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って、固有の憲法を改正する能力を有しており、この改正権は、法的に、事実と
してのオリジナルな制憲権同様の性質を有する。国家性を有しない地方公共団体
が、仮にその自治において固有の権限を有しているとしても、国家権力でないそ
の権限は始原的でない76）。
　構成国の国家権力が連邦憲法によって制限を受けることと、構成国の国家権力
の始原性を確保すること、この一見矛盾する両者を併存させるために、カレ・
ド・マルベールはさらに論理操作を行う。すなわち、連邦憲法による構成国権限
の制限を、他の国家権力による制限ではなく、構成国による「真の意味での自己
拘束」77）として捉え、このことが、構成国の連邦憲法の改正への参加によって示
されているとする。カレ・ド・マルベールにおいては、構成国の連邦憲法改正へ
の「単なる参加」という説明だけでは足りず、諸構成国が改正のプロセス全体に
対して一定の影響を及ぼすような影響力の大きさが、併せて説明され78）、同時
に構成国の連邦憲法改正への参加権が、構成国の自己の制憲権・改憲権を補完す
るものとして位置づけられている79）。
　以上から、カレ・ド・マルベールにおける連邦国家像は、以下のようにまとめ
ることができる。連邦国家における構成国は、「自身の固有の権能を自由に決定
する能力を有する」がゆえに、主権を有しないが、国家性を備えている。これに
対して、連邦国家は、「固有の権限を際限なく拡張する能力を有する」がゆえに、
主権を有するのである80）。

75）　Eric	MAULIN,	Théorie de l’États de Carré De Maléberg（PUF,	2003）p. 64.
76）　Contribution,	 T.Ⅰp. 185 において、カレ・ド・マルベールは、地方公共団体（com-

mune）について、「国家の法によって承認され実効性を保障されている点で、国家の意思
に依存している」ものと述べる。

77）　MAULIN・前掲注 75）p. 66.
78）　Contribution,	 T.Ⅰp. 162. また、カレ・ド・マルベールは、このような、構成国が主体

となって連邦の法制定への影響力を持つ機関として、ドイツ連邦参議院（Bundesrat）を
想定しており（Contribution,	 T.Ⅰp. 385.）、連邦国家における二院制の意義という論点に
ついても、構成国の自己組織権、制憲権を補完する機能と関連付けられていることが推察
できる。

79）　MAULIN・前掲注 75）p. 67.
80）　Olivier	BEAUD,《La	 souveraineté	dans	 la《Contribution	 à	 la	Théorie	 générale	de	 l’

État》de	Carré	De	Maléberg》RDP,	1994,	p. 1258.
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　カレ・ド・マルベールの国家権力概念を用いて、単一国家と連邦国家を読み解
くとき、連邦国家の特殊性が鮮明に浮かびあがる。単一国家においては、国家権
力を有する団体は国家それ自体のみであり、国家権力と主権は混同されるが、そ
れでも問題は生じない。しかし、連邦国家においては国家と構成国それぞれが国
家権力を有するため、国家権力と主権の混同を許さず、両者の差異を明確化する
必要性が生まれる。つまり、連邦国家を扱うことによって、初めて「主権と国家
権力の区別」という論点が可視化されるのである。カレ・ド・マルベールが国家
論において連邦国家を題材にする理由はここにあり、むしろ国家論の前提として
連邦論を扱ったといえる。このようなカレ・ド・マルベールの問題意識からすれ
ば、彼の「国家連合と連邦国家の区別」の扱いが比較的簡易であるのも理解でき
よう。

4．ボーによる構造転換　二直線的構造
　ここまで、ボーの先行研究としてのル・フュール、カレ・ド・マルベールの連
邦論の要点を概観した。両者が分岐した点は、究極的に言えば、連邦国家の構成
国の国家性の問題であった。ル・フュールにおいて、連邦国家の構成国は国家で
はありえなかったが、カレ・ド・マルベールにおいては、それは国家に他ならな
かった。その結論の差異は、カレ・ド・マルベールが主権と国家権力を区別した
ことに由来する。カレ・ド・マルベールは、単一国家においては現れない、「国
家権力の強度の差異」を用いて主権と非主権的な国家権力を区別したが、ル・フ
ュールは主権に対して本質的に制限をかけることはあっても、その強弱を想定す
ることはなかった。両者の差異は、連邦国家を対象とした場合にのみ現れる、主
権の定義の差異であるともいえる。
　しかし、ここでもう一度、連邦論の一般的構造が「直線に目盛りをうつ」もの
であったことを想起したい。この観点からは、ル・フュール、カレ・ド・マルベ
ールの両者ともに、国家連合と連邦国家の区別、連邦国家と単一国家の区別を行
うことによって、直線上に二つの目盛りをうち、三つの領域を作りだしたことに
変わりはない。
　オリヴィエ・ボーの連邦論の先行研究に対する独自性は、この直線的構造、す
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なわち連邦論の伝統的構造に対して批判を加え、直線的構造から脱出した新たな
連邦論の理論構造を示すことである。

⑴　直線的構造への批判①　連邦論における「主権」の焦点化
　ボーが伝統的連邦論を批判するのは、連邦と名のつく政治体の属性として、主
権が語られているところにある。ル・フュール、カレ・ド・マルベール双方にお
いて、国家連合・連邦国家・単一国家の三者を区別するために、主権が大きな役
割を果たしていること自体が、ここでのボーの批判対象となる。
　まず認識しておかなければならないのは、ボーは主権論自体を批判する立場に
立っているわけではないことである。むしろボーは主著 Puissance de L’État に
おいて、ジャン・ボダンを柱とする古典読解を通じて、主権概念の射程を慎重に
考察する主権論を提示している。連邦論におけるボーの主権排除の主張の核心は、
むしろ主権の語が示す内容の射程を厳格にとらえるからこそ、この概念の連邦論
での使用に否定的になるという点になる。
　では、なぜ連邦論において、主権の使用が否定されるのか。その理由は、ボー
の主権論の時点で端的に示されている。ボーは主権の性質としての不可分性を説
明する際に、これに反するものとして、連邦（Fédération）を挙げている81）。

「連邦（Fédération）は、主権の実質的分割、すなわち、公権力の実質的分
割を前提とする。連邦（Fédération）は、したがって、その構成要素のうち
一つの（連邦（Fédération）または構成国の）至高性という理念とは、本質
的に矛盾する。」82）83）

　この時点で既に、ボーにおいて単一国家と連邦の対照性が強調されていること
がわかる。単一国家における権力分立が、公権力が併存する諸権力主体に、共同
的に帰属する状態であるのに対して、連邦は、公権力がそれぞれ異なる権力主体

81）　ボーは、連邦と同時に、分権理論の基礎となる「補完性の原理」も、主権の不可分性と
原理的に反発するものとして捉えている。

82）　Puissance de L’État,	p. 147.
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に（すなわち、一方で連邦に、他方で連邦を構成する団体、構成国に、）帰属す
る状態であり、連邦と構成国のいずれも、「一にして不可分の主権」を持ちえな
いのである。ボーは、ルソーの『社会契約論』第二編 1 章および 2 章において展
開された、主権の譲渡不可能性と不可分性の議論84）を、このような連邦と単一
国家のアンチノミーを予定したものとして読み解く。また、ボーは連邦国家

（État	fédéral）と連邦（Fédération）の語を併用し、以下のように記述している。

「連邦（Fédération）が連邦国家（État	 fédéral）へと堕した
4 4 4

ならば、そのと
き、主権の留保は連邦国家の利益となり、構成国を犠牲とする。」85）

　この短い表現に、とりわけ、「堕した」「犠牲」という語の選択に、連邦（Fédé-
ration）と連邦国家（État	fédéral）の差異化が現出している。ボーにおいて、通
常「連邦国家」と呼ばれるものと「連邦」と表現されるものとの間には、大きな
性質的隔たりがあることになる。
　以後本格的に展開されるボーの連邦論では、この主権と連邦のアンチノミーが、
一つの柱として扱われる86）。ボーはさらに、主権の不可分性に加え、主権の公
権力としての側面、および人民主権としての側面を取り上げて、それらにおいて

83）　この引用部分は、（とりわけ日本語訳において）「連邦（Fédération）」の語が三度も登
場するため煩雑な印象を受けるが、「連邦」が二つの意味で使い分けられていることに注
意が必要である。引用部分一文目および二文目冒頭に登場する「連邦」は、外部あるいは
第三者（第三国）から見た「総体としての連邦」を指している。これに対して、二文目後
半に登場する「連邦」は、単一国家における中央政府と地方公共団体の関係と類似する、

「構成国と向かい合う、中央としての連邦」を指しており、引用部分からもわかるとおり、
第一の意味の「連邦」の構成要素である。なお、ボーは Puissance de L’État,	 La Notion 
de pacte fédératif, Fédéralism et souvraineté の時点では、この二つの意味の「連邦」を表
記において厳密に区別しないため、それらからの引用については、この二つの意味の使い
分けが読み取れる場合でも、一律に「連邦（Fédération）」と表記している。もっとも、
Pacte fédératif,p. 108 において、「狭義の連邦」という表現が使用されており、二つの意味
の「連邦」が存在すること自体は、既に想定されている。後にボーは、Théorie de la 
Fédération において、この二つの意味の区別を明確化させる。

84）　ルソー著、桑原武夫・前川貞二郎訳『社会契約論』（岩波書店 1954）42-46 頁。
85）　Puissance de L’État,	p. 147.
86）　Fédéralism et souvraineté（連邦主義と主権）という論文の表題が、このことを象徴し

ている。
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も主権と連邦の衝突が起こることを示している。
　第一に、公権力としての主権概念と連邦の衝突とは何か。主権国家の主権は政
治的権力として、また単一不可分な存在として定義される点では、ボーも通常の
主権論も同じである87）。ボダンのいう主権的な権力の意味は、実定法創出の最
終的根拠であるという点に帰着する。ボーは、この主権的な権力が、「連邦の憲
法」において成立可能かという問いを立てる。
　実際のところ、不可分性を主権の属性とみなす限り、「国家の主権は、国家そ
れ自体の領域内における介入に対して、いかなる制限にも服さない」という全権
性（omnicompétence）の原理を読みこむことは不可避である。しかし、連邦

（Fédération）はこの全権性の原理と衝突する。

「外部から見れば、連邦（Fédération）は国際法の規範的主体であるように
見える。しかし、内部的には、連邦（Fédération）は、その全領域に対して
支配力を及ぼす最高の権力を欠いている。そのような権力は、連邦（Fédéra-
tion）が尊重しなければならない構成国を傷害するものである以上、存在し
えない。」88）

「連邦（Fédération）は、その性質上、その構成要素の一つ（連邦（Fédéra-
tion）あるいは構成国）の至高性という理念とは、衝突する。主権が、権力
の不可分性を必然的に含むものと理解されるならば、この二つの構成要素の
いずれも、真に主権的にはなりえない。」89）

　このように主権の不可分性と連邦（Fédération）が相容れないと理解するボー
は、カレ・ド・マルベールが連邦を「連邦国家」とみなしたことに始まり、中央
としての連邦（Fédération）に、無傷の主権が留保され、これを正当化するため
に構成国の主権を否認する公法学の伝統的な構図は、結局主権を歪め、連邦の理
念への害悪であったとする90）。

87）　Puissance de L’État,	p. 138.
88）　Fédéralism et souvraineté	p. 105.
89）　Fédéralism et souvraineté	p. 106.

667



一橋法学　第 13 巻　第 2 号　2014 年 7 月（　 ）338

　また同時に、主権概念と連邦（Fédération）が衝突するという理解を前提に、
ボーは、なお「連邦的な憲法（constitution	 fédératif）」とは何かを問う。連邦

（Fédération）が政治体である以上、「政治体あるいは公的秩序の根本原理」を定
める「広義の憲法」は、連邦（Fédération）にとっても必須である。しかし、こ
の連邦（Fédération）の憲法は、国家の憲法とは全く性質が異なる。連邦の憲法
に書き込まれる規範的内容として、次のものがある。まず、その対象が連邦の構
造のみならず、連邦と構成国の関係に及ぶ。すなわち、一つの主体の内部におい
て、権力の対象が分割され、複数の国家機関間の権限分配のみならず異なる二つ
の主体間（連邦と構成国間）の権限分配91）が書き込まれている。連邦における
権力は、主体において複数である点において国家権力と区別され、この複数性を
反映する連邦の憲法の特徴として、複数の主体に対応する権限配分が書き込まれ
る。
　この特有の権限配分の存在を前提にして連邦の憲法を見た場合、「中央による
主権の留保」という憲法原理はもはや想定しえない92）。連邦（Fédération）は、
その権力の複数性故に、国家における憲法の伝統が通用しないのである93）。連
邦の憲法とは、権力の主体の複数性を反映した、「単一の主権の禁止」94）という
憲法原理を含むものとして捉えられる。
　第二に、人民主権の原理と連邦の衝突とは何か。ボーはアメリカの連邦史を題
材として、連邦（Fédération）と人民主権原理が矛盾することを示す。南北戦争
以後、連邦国家の結束と統一性を固めるための論理として、連邦制と人民主権を
一致させる「国民的フェデラリズム」95）が要請される。これは、各州は一方向的

90）　Fédéralism et souvraineté	p. 93.
91）　Denis	BARANGER,	Le Droit constitutionnel（PUF,	2011）p. 54 は、「非集権化（décen-

tralisation）」と「地方分権化（décentralisation）」を区別し、「非集権化」が単一の法人
格の中での権限分配を示すものであるのに対して、「地方分権化」は複数の主体間のそれ
であるとする。

92）　Fédéralism et souvraineté	p. 107.
93）　Olivier	BEAUD,《Conceptions	 of	The	State》,	The Oxford Handbook of Comparative 

Constitutional Law,	edited	by	Michel	Rosenfeld	and	András	Sajó,（Oxford,	2012）p. 276-
277.

94）　Fédéralism et souvraineté	p. 110.
95）　Fédéralism et souvraineté	p. 116.
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に連邦憲法の強制に服するが、連邦憲法はアメリカ人民によって制定されたもの
であって、憲法の書き手であるアメリカ人民の存在こそが、各州に対する強制を
正当化するというものであり、この点で、連邦と人民主権およびデモクラシーが
一致する。アメリカの例は、一見、連邦（Fédération）と人民主権概念が両立可
能であると示すように見える。
　しかし、ボーは「国民的フェデラリズム」を連邦（Fédération）と人民主権原
理が矛盾しないことを例証するものとは考えない。アメリカにおいて人民主権が
正当化されるのは、人民主権が、中央としての連邦と構成国の間に横たわる、

「二重主権」「主権の分有」といった論理では解決できない、連邦の不安定性と州
間の衝突を解決する奇跡の方法だからである。「人民」は多くの書き手によって、
連邦の主権についての難問を解決する、「連邦」「構成国」に続く「第三の存在」
として提示されてきた。しかし、ボーの批判はまさに、このような人民主権の利
便性に向けられる。ボーは、人民主権と連邦の融合によっては、二つの次元で連
邦（Fédération）の現実を正しく捉えられないとする。
　第一の次元は、技術的次元96）である。国民国家の理念とは単一の国民を想定
することと表裏一体だが、この想定は連邦（Fédération）とは両立不可能であ
る97）。人民主権と連邦の融合は、連邦に国家のロジック（正当性と権限を直接
結びつける政治体像）を持ち込むことになる。単一の人民の想定は、連邦（Fédéra	
tion）の二重性（二つの人民から構成される）を隠し、単一国家のそれへ還元し
てしまう危険がある。
　第二に、より法的な次元において誤解を招く。「国民的フェデラリズム」は、
人民を最終的な正当性の根拠、いわば裁定者として位置づける。連邦でも構成国
でもないこの「人民」は、まさに外在的な第三者である。だが同時に、この人民
は「連邦人民」にほかならず、中央としての連邦を表象するものであり、そうだ
とすれば、人民は、もはや調停者としての公正性を担保しえず、第三者ではいら

96）　Fédéralism et souvraineté	p. 120.
97）　カレ・ド・マルベールも、Contribution,	 T.Ⅰp. 145. において、単一の人民が、二重に、

対抗的あるいは共同的行使される二つの権力を組織することは不可能であることを述べ、
国家論の側から、すなわちボーとは逆の方向から、既にこの点を指摘していた。
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れない。この論理矛盾から逃れるには、中央としての連邦でも構成国でもない第
三の機関、つまり中央としての連邦と構成国を包摂した全体者としての「広義の
連邦」を想定せざるを得ない。この三部構造は、現実の連邦（Fédération）の二
部構造と、直感的に反する。
　単一国家においては、主権の単一性と市民の単一性が一致するが、連邦

（Fédération）においては、市民は連邦人民と構成国人民の二通り観念できる。
これは公権力の二重性の反映に他ならない。いかなる構成国人民よりも高次に位
置する連邦人民のヒエラルキー構造の想定は、いわば、連邦の本質に対して誤解
を招くのである98）。
　なおこの批判は、ボーが民主主義の理念と連邦（Fédération）の矛盾を主張し
ていることを意味しない。人民主権と連邦（Fédération）に関するボーの結論は、
国民国家的な民主主義ではなく、連邦（Fédération）のための「市民の二重性を
受容しうる民主主義を探求すべきである」99）という点にある。したがって、これ
らのボーによる主権と連邦の概念的矛盾の議論は、主権概念の射程を消極的に定
義する、裏返しの主権論であると同時に、連邦論のための憲法理論の創出に向け
ての準備段階と位置づけることができる。したがって、ボーの主権批判の連邦論
の行き着く先は、連邦論における主権の消滅である。

⑵　直線的構造への批判②　国家連合と連邦国家の区別の弊害
　主権と連邦（Fédération）の両立不可能性を確認した後、ボーは、ル・フュー
ルを起点とする「国家連合（Confédération）と連邦国家（État	fédéral）の区別」
を批判する。フランスにおけるこの区別はル・フュールがフランスに導入し、カ
レ・ド・マルベールも大筋において同意し継承したもので、その後約 1 世紀にわ
たり、その論理構造にドラスティックな変化は生じていない。しかし、ボーの議
論の最大の独自性は、100 年以上続くこの区別の系譜そのものを批判する点であ
る。
　国家連合と連邦国家を対置する従来の理論は、根本的に法的実践にもとる。従

98）　Fédéralism et souvraineté	p. 121.
99）　Fédéralism et souvraineté	p. 122.
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来の理論に従えば、国家連合は連邦国家に比べて、中央の強制力が脆弱なものと
なる。とりわけ、立法と執行の面で国家連合の弱さが強調される。国家連合が中
央機関において立法を行っても、連邦国家の所属民に対する執行は構成国に依存
し、国家連合は直接執行できない。よって、国家連合の中央組織の所属民に対す
る間接性が想定され、立法権は存在しても、執行権は存在しない、あるいは国家
連合の中央機関の産物である法は不完全なものであると考えられることがある。
だがボーにとってこの見方は、あまりに現実とかけ離れたものである。国家連合
の議会による立法は、歴史上、無数に執行されてきた。ル・フュールが既に指摘
していたように、「国家連合における中央権力によって採択される法が、常に強
制力を欠いたものとは限らず、各構成国による執行を必要とせず、発布の時点か
らそれ自体完全性を備える場合もある。」100）との認識は、ボーにおいても共有さ
れている。ル・フュールがこの認識をもとに行ったのは、国家連合と連邦国家の
区別の標識という論点からの、国家連合の執行権や立法権の弱体という性質の排
除であった。それでもル・フュールは、国家連合の法的性質としては中央組織の
弱体を承認している101）。しかし、ボーはこの点を、さらに国家連合の積極的な
性質へと読み替える。すなわち、ル・フュールのいう「完全な立法、執行力」を
備えた国家連合は、もはやカレ・ド・マルベール（およびその根源にあるラーバ
ント）にいう国家による「社会（société）」関係ではなく、むしろ「共同体（cor-
poration）」として理解されるべきではないか102）。同様のことは、実は連邦国家
の分析でも発生する。二分法に固執する伝統理論は、連邦国家において中央が唯
一の主権を持つことを支持するために、構成国の権限を低く見積もりがちにな
る103）。ここに、ボーは古典学説の内在的な矛盾を読み取り、ル・フュールまで
含む伝統的理論への批判として提示する。結局、国家連合と連邦国家の二分法に
従う限り、国家連合の弱さ、または連邦国家の強さが、不当に強調されてしまう

100）　État fédéral et Confédération d’ États	p. 509.
101）　État fédéral et Confédération d’ États	p. 530-531. 国家連合と連邦国家を隔てる標識を

「主権の所在」へと統一したル・フュールは、このような中央組織の弱体も、主権が構成
国にないことの結果として捉えている。

102）　Théorie de la Fédération,	p. 85.
103）　Fédéralism et souvraineté,	p. 93.
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というのである。
　二分法を前提とする伝統理論の不都合を総合して見たとき、もっとも重大な伝
統理論の欠点は、加入・脱退といった、政治体の変化の法的・政治的意味を正し
く評価できないことであるという。国家連合にある国家が加入する場合、伝統理
論からみると、この加入は単なる条約の批准の結果に過ぎず、構成国の主権につ
いて何ら変更を及ぼさない104）ため、国家連合への参加行為の意味は低く見られ
る。これに対して連邦国家にある国家が加入する場合、構成国への変化は主権の
喪失を意味し、これを論理的に説明することには困難が付きまとうため、その意
味が一気に重大化してしまう。
　また、脱退の場合の問題点は、歴史的な実例によって示される。構成国の脱退
権につき、伝統理論では国家連合の構成国の脱退権行使は「条約の破棄であって、
支配権力への反乱ではない」105）として合法とされる一方、連邦国家の構成国の脱
退権行使は、単一国家の地方公共団体の離脱が否定されるのと同様に、違法とさ
れる。例えば南北戦争は、連邦国家における構成国の脱退権の不在を看過したと
いう点で「誤った理解」を論理的基礎とした違法な行為であり、その試みが頓挫
するのは理論的必然であったことになる106）。
　しかし、ボーから見て、この議論には歴史上いくらでも反例が存在した。最た
るものは 1815 年の同盟規約下のスイスである。同規約は、法的にはまさに国際
法上の「条約」にすぎず、カントン主権が標榜され、改正には全カントンの承認
が必要となるなど、ヘルベティア共和国憲法以降のフランス憲法の影響を払拭し
た、カントン中心の同盟への「行き過ぎた復古」107）とすら称されるものであった。
この時期のスイスは、伝統理論から見れば典型的な「国家連合」であることは疑
いようがなく、その構成国である各カントンにも、当然ながら脱退権が存在する
はずであった。だが現実には、カントン独立の例は存在せず、むしろ連合の議会

104）　Fédéralism et souvraineté,	p. 92.
105）　『一般国家学』619 頁。
106）　もちろん、現実として、このような南北戦争の説明は、戦争の結果を当事者以外の立

場から後付けで正当化する性質のものである。ここではあくまで、理論と現実を整合させ
る例として提示される。

107）　美根慶樹『スイス　歴史が生んだ異色の憲法』（ミネルヴァ書房 2003）88 頁。
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は、同盟の分裂を阻止しカントンの離脱を禁止する方向へ進み108）、実力による
分離を試みるカントンに対して武力を行使することすらあった109）。
　ボーにとって、構成国の創設、加入、脱退といった事態において存在するのは、
連邦国家であろうと国家連合であろうといずれも、総体としての「連邦的な政治
体（Union	 fédérative）」110）の変容であり、非常に重大な現象である。そして同時
に、この変容を構成国側から見たとき、加入国が構成国に変化しようと、その政
治的な同一性は将来においても変質しない111）し、逆に脱退の場合も、構成国で
なくなろうと元から保持されていた政治的なアイデンティティが消失することは
ない。このように、連邦創設や加入の複雑な性質（ある面においては重大であり、
他の面においては重大でない場合もある）を、連邦的な事象として認識するボー
からみれば、国家連合と連邦国家の間で加入、創設、脱退の法的な重大性に大き
く差が出てしまう伝統理論は、批判対象となるのである。

⑶　新たな構造　二直線構造
　これまでの先行研究批判を基礎として、ボーは連邦的な政治体を連邦（Fédéra-
tion）の概念へ一元化することを提示する。この連邦（Fédération）には、二つ
の先行研究批判に対応した二つの性質が付与される。
　第一の批判、すなわち連邦論において主権が焦点化することへの批判に対応し
て、主権と連邦は両立しえない。よって、連邦の分析には主権を用いてはならず、
連邦は「主権を欠いた政治体」として提示される。そして、「主権を有する政治

108）　背景には、硬化した全員一致原理に基づく対外的対応の柔軟性が失われたことへの批
判や、保守的なカントン主権に対する反動としての自由主義運動が存在していた（美根・
前掲注 107）90 頁）。スイスの場合は 1815 年の連合規約復活から 30 余年という短い期間
で 1848 年連邦憲法制定まで到達した。事実としてはカントンの集合と分散を長期にわた
って経験しながら、法的な国家連合状態が比較的短期間で終了したスイスの歴史上には、
本文の脱退権の例や法執行の例など、ボーのいう「伝統理論によっては説明しえない反
例」が、多く含まれていると考えられる。

109）　スイス 1847 年 7 月 20 日法令。
110）　Fédéralism et souvraineté,	p. 92.
111）　Théorie de la Fédération,	 p. 204-205. 同時に、連邦契約によって、この政治的なアイ

デンティティが将来にわたって保障される点において、連邦構成国と、フランス公法にお
ける地方公共団体（純粋に行政上の団体に過ぎない）が区別されることになる。
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体」とは国家であるから、連邦は国家と対置され、「主権によって特徴づけられ
る国家とは、本質的に異なるもの」112）として理解される存在である。ここで、主
権について、ボーと伝統理論との間の決定的な差異が表れる。主権は、伝統理論
においては「国家連合と連邦国家の区別」の標識であり、しかもそれは「主権が
構成国にあるか、それとも中央機関にあるか」という構図、すなわち「主権の所
在」を問う構図において、標識として機能する。これに対し、ボーにおける主権

「国家には主権が存在するが、連邦に主権は存在しない」という構図、すなわち
「主権の有無」を問う構図において、連邦と国家の区別のための標識として機能
する。従来の連邦論では、主権は必ず存在するものとして、その所在を問うこと
しかできなかったが、ボーの連邦論において初めて、主権の「有無」を問うこと
ができる。
　第二の批判、すなわち国家連合と連邦国家の区別の弊害への批判に対応して、
フェデラリズムの一体性を反映し、連邦（Fédération）は「フェデラリズムを現
実化した政治体」一般を意味する概念として構想される。連邦の中に、国家連合、
連邦国家といった下位の区分は、ひとまず想定しない。
　ボーが行う試みは、この二つの性質を基礎として、連邦（Fédération）の語を
再定義することである。「連邦国家」や「分権化された単一国家」といった類型
化の前提には、「国家」の概念の中核が考察され、結晶化されている事実が存在
する。あたかも、近代以降「国家」概念の中核が長きにわたって考察されてきた
ことと同様に、国家と対置される存在 Fédération について、その中核的内容の
考察がなされなければならない113）。本稿がこれまで、連邦を単なる「連邦」と
表記する以外に、「連邦（Fédération）」と括弧書きで仏語を併記している場合が
あるのは、ボーにおける連邦の語が一般に言うそれよりも限定されたものである
ことを示すためである。
　そこで、これ以降本稿では、ボーが再定義する連邦を、特に限定されない「連
邦」とは区別して、ボー独自の概念として、「フェデラシオン」とカタカナで表
記する。これは、ボーの議論の独自性を明確化するための本稿独自の表記であり、

112）　Fédéralism et souvraineté,	p. 122.
113）　Théorie de la Fédération,	p. 92.
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ボー自身が特別な表記を用いているわけではない。ボー自身は、自身の連邦論を、
「新たな事柄を記述するために新たな語を導入するのではなく、むしろ、連邦の
問題の伝統的な扱い方に反対する」114）ものと位置付ける。すなわち、Fédération
の語自体には手を加えず、この語についての扱い方を問題とするものである。こ
の点をとらえて、本稿ではボーの言う「連邦」それ自体を彼の連邦論の鍵概念と
みなし、表記上差異化するが、このことは筆者独自の目的のもとに行っており、
ボー自身の意図とは距離があることを確認しておく115）。
　ここで、ボーが示す「フェデラシオン」を中核とする連邦論が、従来の直線構
造の連邦論とは議論構造を異にすることを示したい。フェデラシオンは国家に対
置される政治体であるがゆえに、従来の構成国の結合・統合の強度を示す直線上
には乗ることはない。なぜなら、従来の直線は「事実的な結合体・同盟（union	
réelle、alliance）」→「国家連合（Confédération）」→「連邦国家（État	fédéral）」
→「単一国家（État	 unitaire）」の目盛りによって区分されるが、フェデラシオ
ンは国家（État）の名のつく政治体と同じ直線上には乗せられないからである。
そこで、フェデラシオンを国家の区別の直線から独立させ、フェデラシオンの直
線と考えることで、ボーの連邦論の構造を、「国家の直線」と「フェデラシオン
の直線」からなる二直線構造として把握することができる。
　第一の直線、「国家の直線」は、従来のように、総体として主権国家を形成す
る政治体を、その統合の密度、あるいは分権の程度によって区分する。単一国家、
連邦国家およびフランス憲法学における地域国家が、この直線上において議論さ
れることになる。従来の事実的結合、同盟、国家連合がこの直線から外れ、ある
いは連邦的な政治体が国家的な政治体へと性質を変更した場合も、国家の直線上
において考察されることになる。連邦的な政治体から国家的政治体への変化、あ

114）　Théorie de la Fédération,	p. 92.
115）　しかし、本稿の表記法がボーの意図を歪めるとは考えない。ボーが Théorie de la 

Fédération の全編にわたって行っているのは、一言でいえば用語法も含めた連邦論全体の
「非国家化」である。このことから、結局、ボーは続く議論で独自の用語を多数創出する
ことになる。ボーの議論の意図は、さしあたって、伝統理論とは全く異なる連邦論を構成
することであり、「連邦」の語そのものを表記上差異化したほうが、混乱を招かず適切で
あると考える。
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るいはその逆の変化が発生する場合を、「国家の直線とフェデラシオンの直線が
「交差」する事例としてとらえることができる。
　第二の直線、「フェデラシオンの直線」は、ボーの再定義するフェデラシオン
に該当する政治体が考察されるが、従来の連邦論が直線に目盛りをうつ作業とし
て構成されていたのに対して、このフェデラシオンの直線に目盛りをうつことが
可能かどうかは、なお議論の余地を残す問題である。ボーは自身の連邦論を、国
家と連邦の再差異化を目的とする「連邦の一般理論」と位置付けているし、連邦
国家と国家連合の区別についても、そこに国家性と主権が混入することが不可避
である点に批判を向けている。そのため、フェデラシオンの直線上に目盛りをう
ち、領域を区分することはボーにおいて扱われていないし、それを行うことはボ
ーの議論の趣旨から外れるからこそ、扱われなかったと考えることもできる。
　本稿は、ボーの連邦論の最大の特徴として、このような国家とフェデラシオン
の二直線構造を提示する。すなわち、ボーの連邦論は、従来の直線構造の連邦論
を批判し、独自の二直線構造の連邦論へと構造転換をはかったものとして読み解
くことができるのである。　ボーの連邦論は、国家と連邦の再差異化という目的
のもと、連邦論の諸概念の「非国家化」の作業116）を通じて、鍵概念フェデラシ
オンの肉付けを行っていく。

Ⅲ　連邦創設の問題

　前節において、ボーの連邦論の特徴を、鍵概念フェデラシオンを基礎とする二
直線構造として提示した。この構造のもとで、ボーが描き出すフェデラシオンの
最大の論点は、連邦創設を法的に説明することであった。ここで連邦論における
創設の問題を概観するとともに、ボーが「国家と連邦の再差異化」の視点から、
どう回答したかを確認する。

1．法的基礎の問題：「契約」か「憲法」か
　従来の連邦論においては、複数の主権国家が統合していく過程をとらえて、国
家連合が連邦国家への過渡的形態として捉えられることがある。連邦国家が主権
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を有するのに対して、国家連合が主権を有しない政治体であることの帰結として、
あるいはそのような主権の所在の根拠として、国家連合の結合の強度が弱いこと、
国家連合の中央権力が弱いことが示されるが、このような「弱さ」の認識のもと
では、国家連合が、統合の深化によって連邦国家というより「強い」政治体へと
移行するための過渡的形態として位置づけられる。また、このように解釈するこ
とで、国家の結合から一個の主権国家へと変化する連邦国家の形成史を、法的に
説明するという課題が設定されることになる。
　この問題に大きな関心を向けたル・フュールは、国家連合の過渡的形態として
の性質を、次のように説明する。国家連合の形成の目的は、恒常的に機能する中
央組織の形成であり、この目的を達成するために、二つの方法が用いられる。第
一に、中央組織の意思形成に構成国が参加することであり、そして第二に、中央
組織と国家連合全体の生存・防衛に必要となる、中央組織の権力に対する一般的

116）　次に扱う連邦創設の問題では、ボーは「連邦契約」の定義を通じて、フェデラシオン
と国家の性質の違いを際立たせている。創設以外での非国家化される連邦論の諸概念につ
いて、とりわけ重要と思われるのは、大文字で始まる「Fédération」と小文字で始まる

「fédération」の区別である。フェデラシオンの法的構造を従来の「連邦―構成国」という
用語上の二分法を用いて示す場合、「構成国と連邦が、自律的であり、相互依存的でもあ
る。」という命題が必要になるが、この命題は、次の二つの問題を含む。第一に、この命
題は「連邦」の一語に、「全体（Tout）」と「中央（Centre）」の二重の意味が充当され、
一語に全体とその部分集合の両者が表象されることになり、用語法として適切でない。第
二に、この用語法は、中央としての連邦と構成国の間に存在する対面関係および共同所属
関係を、総体としての連邦が全構成国を包摂し上位に位置するヒエラルキー関係へ、転化
させてしまう可能性がある。この問題を回避するため、ボーは連邦（Fédération）を二つ
に区分し、大文字で始まる Fédération が、総体としての「連邦」を指し、小文字で始ま
る fédération は、構成国と向かい合う中央としての「連邦」を示すものとして提示する。
また、形容詞もこれに対応し、総体としての大文字 Fédération を示す形容詞として
fédératif が、小文字 fédération を示す形容詞として fédéral が、それぞれ提示される。こ
のようにして再構成された用語法を用いて、Fédération の法的構造を、「Fédération とは、
fédération と構成国（États	 membres）によって構成された総体である」（Théorie de la 
Fédération,	 p. 142.）と示すことができる。大文字の Fédération、小文字の fédération、構
成国の三つの語を用いて示されるこの連邦論を、ボーは、伝統理論の二部構造による連邦
論と区別して三部構造の連邦論と位置付ける。小島・前掲注 4）194 頁は（Théorie de la 
Fédération より前のボーの連邦論についてであるが）、大文字 Fédération と小文字
fédération の区別はボーにおいて「徹底されていない」としているが、Théorie de la 
Fédération において、ボーは両者を明確に区別する用語法を提示するに至った。本稿では
大文字 Fédération と小文字 fédération の意味について、Théorie de la Fédération の時点
での議論に従っている。
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な合意である117）。この合意によって、構成国の主権が制限される118）ことになり、
とりわけ、交戦権、外交使節派遣・接受権、条約締結権の三つの領域で構成国の
主権が強く制限され、結果として国際法の原理の適用が排除され、その領域は国
内公法の原理の適用によって置き換えられる。しかし、逆に言えば、この制限さ
れる領域以外では、構成国の権力が保持されることになる。中央組織の権限が制
限される領域として、立法権、行政権、執行権のうち、統治に関わる重要部分が
あげられる。また、国家連合の根本法を、連邦契約に定められた手続きに従って
変更する場合でも、前述のとおり、構成国は拒否権として、連合からの脱退権を
行使できる。この点を捉えて、ル・フュールは、脱退権を「構成国の主権の究極
的発現」119）と表し、また究極的であるがゆえに、仮に条約レベルにおいて脱退権
の行使に対する制限が書き込まれていても、事実上その行使を妨げられることは
ないとする。結局、安全保障以外の数多くの領域において、「構成国の主権保持」
という題目のもとに、構成国に対する主権の制限の程度は弱いものにとどまり、
このこと自体が、国家連合全体の利益を大きく損なう原因となっている。ル・フ
ュールは「国家連合の最大の弱点は、国家連合が依拠する原理それ自体が、連邦
契約のいかなる小さな変更をも不可能にし、ひいては、（連合の）一般利益の障
害となるものに対して、強制し、またはこれを除去するような規定を、連邦契約
に追加することを不可能にする点である」120）と述べる。
　そして、ここまでの国家連合の法的性質、および構成国の法的地位の議論を展
開したのち、ル・フュールは結論として国家連合の過渡的性質を示す。国家連合
は、その根本原理である「構成国の主権の保持」と、国家連合の目的である中央
組織の維持・促進との、まさに根本的な矛盾を抱えている。これを「弱点」と捉
えるル・フュールにおいては、この弱点を解消した形態を想定することができる。
アメリカが連合規約下の国家連合状態から、連邦憲法下の連邦国家状態へと移行

117）　État fédéral et Confédération d’ États	p. 523.
118）　Ⅱ2⑵で述べたとおり、ル・フュールは主権の至高性を相対化して外在的制約を認め

ており、これに対応して、国家連合において構成国が主権を制約されることも、ル・フュ
ールの体系上、主権の性質と矛盾しないことになる。

119）　État fédéral et Confédération d’ États	p. 536.
120）　État fédéral et Confédération d’ États	p. 539.
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したことを皮切りに、非永続的、過渡的な政治形態である国家連合から、永続的
な形態としての連邦国家への移行は、まず、歴史の法則として捉えられる。ル・
フュールは、この歴史法則を、同時に、法学的、理論的法則としても成立するも
のとして構想する。すなわち、「歴史がそう示すのと同様に、理論上もまた、国
家連合が過渡的な形態にほかならず、解消するか、多くの場合は、（中略）連邦
国家と名を冠するものへと到達する運命にある」121）のである。
　「過渡的形態」である国家連合の構成国は、ル・フュールのいうようにそのま
まの状態では達成できない国家連合の目的を放棄せず（国家連合を解消させず）、
これを達成することを望むならば、新たな連邦契約を結んで「連邦国家」へと移
行することになる。主権の有無によって国家連合と連邦国家を区別するル・フュ
ールにとって、この移行は、構成国の保持する主権の消失と、新たに中央組織と
しての連邦における一個の主権の創出という重大な変化を意味する。このような
認識のもとで、国家連合が連邦国家へと移行する過程を、法的にいかに説明する
かが連邦論における重要論点であった。
　しかし、この問題には非常に大きな理論的困難が存在する。それは構成国が主
権国家からそうでなくなるという大きな法的変化の問題であり、そして、その大
きな変化を正当化する法形式とはいったい何か、という問題である。この困難が
示される例として、連邦国家創設による主権の消滅と創出に絞って、アメリカの
連邦国家形成史の法的説明に目を向けよう。

⑴　フェデラリストの連邦創設：主権分割
　まず、ハミルトンらアメリカのフェデラリスト122）の政治論は、連邦憲法によ
って創設される「連邦国家」を、国家でもあり連邦でもある、両者の「重ね合わ
せ」として説明した。一方で、連邦憲法は条約ではなく憲法であり、アメリカ人
民という単一の人民によって結ばれ、単一の国家を創設する法である。創設され

121）　État fédéral et Confédération d’ États	p. 539.
122）　また、以降では、A・ハミルトン、J・ジェイ、J・マディソン著・斉藤眞、中野勝郎

訳『ザ・フェデラリスト』（岩波書店 1999）を参照する場合、『フェデラリスト』の略称
を使用する。
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るのは「二つ以上のステイトが単一のステイトへと結合したもの」123）であり、国
家としての単一性が意識されている。他方で、「連邦加盟州のそれぞれの組織体
が廃止されない限り、また、その組織体が地方ごとの諸目的にかんする国制上の
必要から存在し続けるかぎり、たとえ、それが連邦の中央権力に完全に服すべき
であるとしても、連合共和国は、実際上も理論上も、やはり、諸ステイトの連合
体」124）であり、構成国の複数性が意識されている。統合の利益と諸州の利益の両
者に配慮すべき政治状況、すなわち憲法案に対する諸州の同意と批准を引き出す
というフェデラリストの目的をその背景として、連邦と国家は、順接され、重ね
合わせられている。
　この重ね合わせの構造は、憲法案（および憲法改正手続き）の説明の部分にお
いて、一層明確にあらわれてくる。「新政治機構は、少なくとも国家的性格と同
様に、多くの連合的性格を持った一種の混合的性格のように思われる」125）のであ
り、また、憲法修正手続について、「各市民

0 0

の多数ではなく諸州
0 0

による多数以上
のものを必要としている点で、この憲法は国家的

0 0 0

性格を失い、連合的
0 0 0

性格を帯び
るようになっている。しかし、連邦を構成する全州の同意がなくとも（四分の三
以上の州の同意で）憲法を修正することができるとした点では、この憲法は再び
連合的性格を失い、国家的性格を帯びることになる。したがって、要するに、こ
の憲法案は、厳密にいえば国家的憲法ではなく、さりとて連合的憲法でもなく、
両者の結合なのである」126）とされる。ここで述べられているのは、ある一つの政
治体において、「連邦的（federal）であると同時に国家的（national）である」
という性質、さらにいえば、ある場面においては連邦的であり、他の場面におい
ては国家的であるという性質127）が存在することである。
　それでは、このような連邦と国家の重ね合わせの構造下において、主権の問題
はどのように解決されるのか。連邦国家の一般的定義においては、「主権は構成
国ではなく連邦に存在する」ものであり、また、連邦国家においては、主権は一

123）　『フェデラリスト』第 9 篇、50 頁。
124）　『フェデラリスト』第 9 篇、50 頁。
125）　『フェデラリスト』第 39 篇、185 頁。
126）　『フェデラリスト』第 39 篇、188 頁。
127）　État fédéral et Confédération d’ États	p. 541.
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つしか存在しない。しかし、フェデラリストの議論はこれと異なり、主権は当然
に構成国に残留するものとして構想されている。この点は、州代表としての連邦
上院の説明の中にあらわれている。すなわち「連邦憲法案は、各ステイトの政府
の廃止をなんら当然視していないのであり、むしろ、上院への直接代表を認める
ことによって各州を国家主権の構成要素としているし、さらには、一定の占有的
で重要な主権部分を各州に残して」128）おり、「各州に与えられた平等な投票権は、
各州に留保してある主権の一部を憲法によって承認することであると同時に、そ
の残された主権を保持するための手段でもある」129）のである。
　ここでは、連邦国家へ移行する以前の構成国が保持していた主権が、連邦国家
の創設後も、一部分ではあるが、構成国に留保されるという構造が提示される。
同時に、構成国に残存する主権とは、あくまで主権の一部であり、それ以外の部
分は当然に連邦国家が行使する。連邦国家への移行後も、連邦国家以前の構造を
引き継ぐ形で、「単一の共和国に誤って統合されることを可能な限りあらゆる手
段で防」130）ぐために、主権は分割され、各構成国によって分有される。
　つまり、フェデラリストらによって把握された主権とは、主権の分割および共
同所有を可能とする理論である。連邦条約によって、構成国は各々の保持する主
権の一部分を中央権力に対して移譲し、中央権力は、移譲された主権の行使に当
たっては、憲法に適合するように行為しなければならない。中央権力の憲法によ
る限界付けのもとに、構成国に対して主権の帰属が確保される。このようにして、
フェデラリストにおいて、主権の可分性の理論が、連邦国家の創設と密接に結び
付くことになる。

⑵　カルフーン：契約と憲法の差異
　しかし、フェデラリストの議論に対する反対者として、南北戦争における南部
の離脱の理論的基礎を提供したジョン・F・カルフーンの議論が存在する。カル
フーンは、フェデラリストの論理的基礎である、主権の可分性と、憲法と契約の

128）　『フェデラリスト』第 9 篇、50 頁。
129）　『フェデラリスト』第 62 篇、279-280 頁。
130）　『フェデラリスト』第 62 篇、280 頁。
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抽象的な結合に対して批判を向ける。結果、その批判の裏返しとなる以下の二点
が提示される。
　第一に、主権は不可分であり、したがって主権は共有・分有することはできな
い。「主権それ自身即ち最高権力が分割され得るという議論、各州の人民が部分
的に主権者で、或る部面では主権を持たず、或る事項については最高決定者であ
り、他の事項に於いては最高でないとすることは、了解できない。主権は一体で
あり、これを分割することは、これを破壊することである」131）。よって、主権を
分割し行使するフェデラリストの議論とは、完全に衝突する。そして、カルフー
ンは、連邦憲法の創設・採択の時点において、「各州（ステイト）は、明瞭で独
立した、主権的な団体であり、そのようなものとして既に確立していた」132）とし、
各州が憲法に先行することを強調して、各州人民こそがそれぞれ主権者であり、
州に主権が存在することを明確にする133）。カルフーンの主権論は、連邦政府を
政治的契約の産物として位置づけ、主権の共有主体と区別し、不可分の主権を各
構成国の人民に帰属させて主権の所在を明確にしたが、この法的な明確さをもっ
てフェデラリストの議論における主権の所在の抽象性を批判した134）。主権の不
可分性を前提とする点で、現在の国家論となじみ深いのはフェデラリストよりも
カルフーンであったといえよう。しかし、少なくとも主権の不可分性に基礎をお
いて議論を展開しなければならない「縛り」を抱えた論者は、カルフーンの結論
を採ることはできず、何らかの方法で構成国の主権の消滅を明確に説明しなけれ
ばならない。
　第二に、連邦国家は構成国間の条約によってのみ成立するということである。
カルフーンは各州が連邦憲法に先行して確立していたことを重視し、連邦憲法も、
その創設者は各州でしかありえず、アメリカ憲法は憲法の名を冠しながら、その

131）　John	C.	Calhoun,	The Works of John C. Calhoun,	edited	by	Richard	K.	Callé（New	
York	 1853）Vol. Ⅰp. 145. なお、この部分の訳文は、アメリカ学会編『原典アメリカ史』
第 3 巻（岩波書店 1964）431 頁に依る。

132）　John	 C.	 Calhoun,	 A Disquisition on Government and selection from the discourse,	
edited	by	C.	Gordon	Post（New	York,	1953）p. 91.

133）　État fédéral et Confédération d’ États	p. 544.
134）　中谷義和『アメリカ南部危機の政治論』（御茶の水書房 1979）139 頁。
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実質は平等な諸州の間に締結された「条約」であるとする。つまりカルフーンは、
連合規約下の国家連合状態から、連邦憲法下の連邦国家へと移行する変化を、実
質において重大なものでないと結論する。「合衆国（United	 Stats）」の名は、独
立戦争以来通じて、諸州が自身の連合体を示すために用いてきたが、まさにこの
名こそが、独立によって変化し確立された諸州の法的性質を示す「洗礼名（the	
baptismal	 name）」135）であった。諸州の法的地位に劇的な変化をもたらしたのは
独立宣言であり、それ以降、諸州間の政治的関係は、連合規約下、および連邦憲
法下においても、実質的に同一であって、連邦憲法制定によって生じた変化とは、
いわば「土台におけるものではなく、体制の上部構造におけるものにすぎな
い」136）ことになる。
　カルフーンの議論に従えば、連邦憲法制定を基軸とした、国家連合から連邦国
家への移行は無意味化し、連邦国家は国家連合に還元され、ル・フュールが定義
した無効化宣言や脱退権といった、国家連合の構成国が有していた権限は、連邦
国家の構成国も行使できることになる。このようにして、アメリカ合衆国は「国
家連合」の状態にあると定義され、南北戦争期における南部諸州の脱退権行使が
正当化されることになる。
　フェデラリストとカルフーンを対照させることによって、条約（traité）また
は契約（contrat,	 pacte）と憲法（constitution）の対照が浮かび上がる。前者が
水平的・平等的な関係において締結されるものであるのに対して、後者は垂直
的・上下関係におけるものである点で、両者は決定的に異なる。国家連合の構成
国が、連邦国家の構成国へと移行することは、主権国家が、新たな主権国家（連
邦国家）に吸収されて非国家化する重大な変化であったが、このような吸収関係
は、いわば被造物が創造者を吸収することにあたり、論理的に正当化しえないも
のであった137）。換言すれば、水平的関係である契約・条約から、垂直的関係に
もとづく憲法は生じないのである138）。

135）　Calhoun・前掲注 132）p. 88.
136）　中谷・前掲注 134）157 頁。
137）　ル・フュールはフェデラリストとカルフーンの理論対立からこの論点を問題化する

（État fédéral et Confédération d’ États	p. 548.）。
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　ここで、連邦国家の創設に関して解答すべき問題が明確化される。すなわち連
邦国家の法的基礎は、条約であるのか、それとも憲法であるのか、という問いを
立てるとき、条約と憲法の性質の差異が、次のような決定的なジレンマを生み出
すことになる。

「連邦国家が条約に基礎を置くとすれば、そのことゆえに、それは主権国家
間において形成される集合体、すなわち単なる国家連合にすぎないことにな
る。一方で、（先行しているはずの）条約が何らかの方法によって消失し、
いかにして置換されたかを説明できないままに、憲法によって置き換えられ
てしまった場合、新たな国家はその法的基礎を欠くことになる。」139）

　仮にこのジレンマを解決不能のものとして受け入れるならば、あらゆる連邦国
家は法的には主権国家たりえず、全て国家連合へ還元されてしまう。連邦論によ
って連邦国家の創設を法的に説明するなら、このジレンマを乗り越えることが必
要となる。主権が可分であるのか、それとも不可分であるのか。また、連邦創設
の法的基礎は、条約なのか憲法なのか。この二点につき、論者は態度を明確にし
つつ、無理のない論理を展開しなければならないのである。

2．ル・フュール説：法的説明の完成
　まず、ル・フュールについて、創設問題に対応する前提となる彼の立場を確認
しておこう。ル・フュールは主権の不可分性を認め、フェデラリストのように主
権の可分性を認めるような曖昧さを否定する。次に、カルフーンの提示した契約
と憲法のジレンマについて、水平的関係である契約・条約から、垂直的関係にも

138）　本文においては「条約の水平性と憲法の垂直性の対照」に焦点を絞ったが、ル・フュ
ールが契約による国家の基礎づけを不可能とするのは、当然に、社会契約説に対する批判
的立場を背景としている。すなわち、社会契約は現実性および永続性を欠き、また、構成
員への義務づけの根拠とならないという批判である。ル・フュールはこのような社会契約
説への批判を前提としたために、連邦創設の基礎となる「連邦契約」が社会契約でないこ
との論証を行っている（État fédéral et Confédération d’ États	p. 566-571.）。

139）　État fédéral et Confédération d’ États	p. 553.
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とづく憲法は生じないことを認め、取り組むべき課題として提示している。しか
し、結論から言えば、先に述べたとおり、ル・フュールは確かに連邦国家を主権
国家として、また国家連合を主権国家の政治体として説明している。したがって、
これらの概念と矛盾しない形で、創設のジレンマを解くことがル・フュールの課
題となるのである。ル・フュールは、イェリネックの連邦論を自説の下敷きとし
て、この問題に対応する。

⑴　前提：イェリネック説
　ル・フュール同様、連邦国家が主権国家であることも、国家連合が主権国家の
結合体であることも認めながら、創設のジレンマの解決を試みたのがイェリネッ
クの連邦論であった。イェリネックの解決策は、「連邦国家は、いかなる法的基
礎も持たない」という一種ラディカルともいえる回答である。

「連邦国家の創設のプロセスは、制定されるべき憲法に関するメンバー国家
の協定によっても、憲法制定議会と政府による憲法の議決によっても説明さ
れないし、またこのようにして確定された憲法の、メンバー国家の議会によ
る承認とメンバー国家の政府による自国の国内法としてのその憲法の公布と
によっても説明されることができない。これらすべての手続と連邦国家の創
設自身との間には、いかなる論理構成をもってしても埋めることのできない
法律上の欠缺、空白が、どうしても残る。むしろ法律的立場からいえば、お
よそ連邦国家の創設行為を法律的過程として説明することは、みのりのない
形式主義的な議論であるか、さもなければ、議論をつきつめていって、連邦
国家の国家としての性質の否定にいたるか、いずれかである。」140）

　このようにして、イェリネックは、連邦国家の創設の法的説明の実益を否定す
る。上の引用部分後半にあるように、国家の法的説明の行きつく先は、結局、連
邦国家の国家性の否定、国家連合への還元にあるとする点で、イェリネックは連

140）　G・イェリネック著、芦部信善・阿部照哉他訳『一般国家学』（学陽書房 1974）625 頁。
なお以降においては同書を『一般国家学』と表す。
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邦創設のジレンマを確かに認識しつつも、それを法的議論の土俵から除外してし
まう。
　イェリネックのこの解答は、自身の理論体系からすれば、必然的帰結であった。
連邦国家が「国家連合ではなく主権国家の一様態である」との前提に立つイェリ
ネックにとって、連邦国家と単一国家を創設行為において区別する必要はないの
であり、「連邦国家の創設は、国家的行為であって、国家創設一般と同じように、
法律的には構成され得ぬもの」141）であった。結局、問題は国家一般の創設をいか
に構想するか、に集約される。この点についてのイェリネックの理解は、次のよ
うなものである。

「国家はまずもって歴史的・社会的な形成物なのであり、法はこれに附接す
るかたちではじめて生ずるのであって、法が国家を創ることができるもので
はなく、国家が法の実在根拠なのである。法の事実は、人間個人の出産に先
行しながらこれに結び付いてゆくのであるが、生殖行為そのものはしかし完
全に法の埒外のものである。」142）

　イェリネックにおいて、国家一般の創設行為はすべて、「法的性質を観念しえ
ない単なる事実」143）であった。例えば、アメリカにおける憲法制定議会の意思に
よる州創造行為をさして、この創設行為の時点では、これを法的に評価できる法
制度はまだ存在せず、単なる事実として、当然に法の埒外にとどまることにな
る144）。国家の創造は、公法の効果によっては生じず、新たな法秩序が確立する
に至ってはじめて、あたかもその法秩序が所与であるかのように、法的、科学的
検討が可能となるのである145）。言い換えれば、近代国家の成立とは、事実上の
国家状態に「法が結びついてくる」146）こと、すなわち事実を法に転化させるこ

141）　『一般国家学』624 頁。
142）　『一般国家学』220 頁。
143）　État fédéral et Confédération d’ États	p. 554.
144）　『一般国家学』221 頁。
145）　État fédéral et Confédération d’ États	p. 554.
146）　『一般国家学』223 頁。
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と147）である。
　連邦国家の創設についての法的説明の放棄によって、連邦国家の法的性質につ
いて、ジレンマにとらわれることなく「自然な」結論が導出されることになる。
すなわち、連邦国家は国家連合と区別される一個の主権国家であり148）、単一不
可分の主権を中央としての連邦が有する。構成国は主権を保持しておらず149）、
主権の代替物としての、国家権力への参与が連邦憲法によって定められる。これ
らの連邦国家とその構成国の法的地位の結論について、イェリネックの議論は
ル・フュールと共通している150）。

⑵　ル・フュール説：契約と契約結果の区別
　しかしル・フュールは、イェリネックと結論を同じくしながらも、連邦国家の
創設の法的説明を放棄しなかった。連邦国家設立のジレンマが生じた原因は、突
き詰めれば、構成国の連邦国家に対する時間的先行性であった。構成国が時間的
に先行して存在する以上、連邦国家の間に、創造者―被造物関係が成立するのは
当然であり、成立した後の連邦国家と構成国の間に、連邦憲法により基礎づけら
れた支配者―従属者関係を説明しようとすると、創造者が従属者となり、被造物
が支配者となる論理的転倒が生じてしまう。アメリカの連邦国家形成を説明する
ために生じたフェデラリストとカルフーンはもちろんのこと、イェリネックにお
いても、この構成国の先行性は、所与の前提として捉えられていた151）。

147）　État fédéral et Confédération d’ États	p. 555.
148）　『一般国家学』620 頁。
149）　『一般国家学』621 頁。
150）　連邦国家の法的性質について、イェリネックとル・フュールの間で結論が分かれる唯

一の論点は、構成国の国家性の有無である。イェリネックが連邦国家の構成国の国家性を
認め、連邦国家を「国家が結合して統一体を形作っている（『一般国家学』621 頁）」もの
と定義するのに対して、ル・フュールは、構成国の国家性を認めない（État fédéral et 
Confédération d’ États	p. 681.）。

151）　イェリネックは、「連邦国家の支邦は、連邦国家の創設に際してすでに存在していたか、
あるいは後からそれに加入したか、のいずれかである。」（『一般国家学』626 頁。）と述べ、
本文で述べた構成国の先行性を前提としていた。また、単一国家から連邦国家へと移行し
た場合についても、構成国が「後から加入した」場合の亜種として説明しており、むしろ
単一国家から連邦国家への移行を考慮に入れたからこそ、国家創設の法的説明の放棄とい
う道筋が活きることになる。
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　ル・フュールは、この構成国の先行性をさらに相対化する。連邦国家は「連邦
的（fédéral）であると同時に国家的（national）である」が、ル・フュールは、
この二つの性質に対応して、連邦国家の創設方法が二つ存在するとした。まず、
構成国が先行し、全構成国の意思表示の合致（条約）によって連邦国家を創設す
る方法は、いわば「連邦的（fédéral）」な創設であり、この方法において、構成
国の先行性は動かしようのない事実である。しかし、単一国家が連邦国家へと移
行する方法152）、すなわち中央権力が国家の特定の部分に権限を譲り渡すことで、
あるいはこれまで単一国家の一領土であった部分が、構成国としての実質を備え
ることで、単一国家が割断され、連邦化させることで連邦国家を創設する場合は、
先行するのは国家であり、構成国ではない。ル・フュールはこの場合を、「国家
的（national）」な連邦国家の創設とする。
　また、スイス 1848 年憲法は、1815 年の同盟規約との間に法的な連続性を有し
ておらず、またカントンの投票・全員一致によって制定されたものではなく、新
憲法草案に関する各カントンのレファレンダムの結果を受けた同盟議会が、「人
民の名において」採択を決定したものである。それゆえ 1849 年憲法の制定は

「オリジナルな制憲行為」153）であった。単一国家からの移行の例、およびスイス
1848 年憲法の例は、構成国の先行性を要素とせず、むしろ国民主権原理と結び
つく「国家的」な連邦国家の創設である。こちらの創設を考慮すれば、「連邦国
家の創設は、構成国の意思によって締結される条約を介在することなく、実効化
され得る」154）ことになる。

152）　単一国家が連邦国家へ移行した例として、ル・フュールが念頭に置くのは、メキシコ
（1824 年中央アメリカ連邦憲法および 1867 年憲法により連邦国家化）とブラジル（1891
年憲法により連邦国家化）である（État fédéral et Confédération d’ États	p. 540,	562.）。
今日的には、1993 年に連邦国家化したベルギーもここに分類される。

153）　関根照彦「代議制連邦国家の成立―一八四八年のスイス連邦憲法―」『スイスの歴
史と文化』（刀水書房 1999）164 頁。同著者執筆の『新解世界憲法集』第 2 版（三省堂
2010）274 頁におけるスイス連邦憲法解説の項においても、同一の表現が用いられている。
同盟議会自体はカントン代表的な性格を持っていたが、カントンの全員一致ではないこと、
国民投票によって、カントン人民が直接民主政的なかたちで制定手続の主体として取り込
まれたことなどから、1848 年スイス連法憲法は、ル・フュールにおける「国家的

（national）な」性質を帯びた連邦国家の創設行為であったと考えることができる。
154）　État fédéral et Confédération d’ États	p. 562.
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　構成国の先行性は、創設方法が「連邦的」ならば前提として存在しており、
「国家的」ならば必ずしも存在するとは限らないが、他方で、その創設方法がど
ちらであれ、結果として成立する連邦国家の実質は同一である155）。イェリネッ
クにおいては、このような構成国の先行性の相対化は、連邦国家の創設と法的説
明の間の適合性につき、否定的な要素として示される。法的に連邦国家一般を検
討する場合は、「連邦国家は、唯一主権を保持する存在であり、事実とは逆に、
構成国の創造者として構想されなければならない」156）ことになる。
　だがル・フュールは、構成国の先行性の相対化を、連邦国家創設の法的説明に
なじむ形で継承する。ル・フュールにおいて、構成国の先行性の相対化は、国家
創設の法的説明を排除する要素でなく、むしろ現実の連邦国家が、先行性の相対
化を含む法的説明に対して開かれていることの根拠となる。

「構成国を創造することが可能である存在は、構成国が先行して存在する以
上、連邦国家ではありえない。だが、構成国が連邦国家を創設した、この創
設は、もはや、歴史的観点のみならず、法的観点においてもなんらの困難も
生じえない。」157）

　構成国間の水平的合意である契約・条約から、連邦憲法という垂直的関係を基
礎づけられないとの批判に、創設のジレンマの核心があった。この批判に対し、
ル・フュールは、「契約と契約の結果を完全に混同したもの」158）として再批判す
る。創設のジレンマにおいては、連邦憲法と連邦創設契約（条約）が同視されて
いるが、連邦国家の創設を内容とする「連邦契約」159）は、法的には連邦憲法と同
一ではない。これを出発点として、ル・フュールは、以下のように連邦国家の法
的説明を行う。
　まず、新国家の誕生以前においては、構成国間には契約的関係しか存在せず、

155）　État fédéral et Confédération d’ États	p. 540,	562.
156）　État fédéral et Confédération d’ États	p. 565.
157）　État fédéral et Confédération d’ États	p. 578.
158）　État fédéral et Confédération d’ États	p. 579.
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構成国は条約によって結合しており、この関係を規律するのは国際法である。次
に、各構成国において、連邦憲法のプロジェクトを承認する法が公布されること
によって、「新たな国家の法的創造を実効化するために要求される最初の条
件」160）が満たされることになる。この時点ではまだ連邦国家は存在していない。
続いて、受容された憲法のプロジェクトに従って連邦組織が成立して機能を開始
し、また並行して、連邦国家の名において、連邦憲法が公布される（ここまでは
不可分一体の行為である）。この時点から、連邦憲法は構成国意思ではなく、連
邦国家自身の意思を基礎とするものへ変化する。つまり、水平的合意である連邦
契約と、垂直的関係に立つ（新）連邦憲法は別の概念であるが、連邦憲法は連邦
契約（およびル・フュールの構想する法的過程）の結果として生じる産物である。
　ル・フュールがここで行っている連邦契約とその結果の区別は、つまるところ

「連合における条約が連邦憲法に変化することと、連邦憲法がその法的基礎を条
約に置くこと」161）の区別という論理操作であり、自説を後者の道筋を採るものと
して位置づけることによって、イェリネックと自説の差異を明確化している。連
邦憲法は、確かに国家連合下における条約を法的基礎とするものであるが、「構
成国の先行性」を相対化したことで、必ずしも、条約が連邦憲法に転化したと考
える必要はなく、連邦契約と連邦憲法を区別しつつ、両者を法的に連続したもの
として説明可能となる。
　この論理操作によって、主権、連邦国家、国家連合、契約・条約、憲法といっ
た関連する諸概念の定義に変更を加えずして、ル・フュールは国家連合の創設を

159）　例えばル・フュールは、État fédéral et Confédération d’États,	p. 468,	499,	504 におい
て、国家連合の創設について、pacte	 fédéral（連邦契約）の語を用いている。なお、État 
fédéral et Confédération d’ États	p. 540 以降においては、連邦国家の創設の合意を説明す
るために、pacte	 fédéral という語を用いているが、同時に、traié（条約）の語を（むし
ろ pacte	 fédéral よりも）頻繁に用いている。この点につき、国家連合と連邦国家の区別
を、国際法と国内公法という「舞台の区別」として分かつル・フュールにおいては、その
区別をこえて一般化する作用を持つ pacte	 fédéral よりも、国際法の舞台であることを鮮
明にする traié のほうが優先されていると考えられる。また、同時に、ル・フュールは
pacte	 fédéral の語を、連邦国家と国家連合の両者について使用可能なものとして位置づ
けているとも推察される。

160）　État fédéral et Confédération d’ États	p. 582.
161）　État fédéral et Confédération d’ États	p. 587.
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説明し、連邦論として完結することになる。

3．ボー説：フェデラシオンの憲法と国家の憲法の区別
　しかし、鍵概念フェデラシオンを用いて国家と連邦の再差異化をはかるボーに
おいては、そもそも「国家連合と連邦国家の区別」自体が正当化されないし、国
家連合を「主権国家への過渡的形態」とみなす連邦創設論の前提に対して、批判
的にならざるを得ない。国家とフェデラシオンを全く別の政治体として差異化す
るのであれば、国家一般の創設と区別される、フェデラシオン一般の創設を法的
に説明することが、ボーにとっての課題となる。ボーがこの問題のために用意し
たのは、「連邦契約（pacte	fédératif）」162）という概念である。

⑴　用語の非国家化：名詞 pacte と形容詞 fédératif
　連邦契約の概念を明確化した論文 Pacte fédératif において、ボーは、名詞
pacte と形容詞 fédératif を使用する理由を明確化している。名詞 pacte を使用す
る理由は、将来構成国となる国家間の意思の合致により成立するフェデラシオン
の水平的、協約的性質を示すことにある163）。形容詞 fédéral ではなく fédératif
を使用する理由は、「État から距離をとる」ことであると示される。形容詞 fédé-	
ratif は、そもそも厳密に形容詞 fédéral と使い分けられているものでなく、ル・
フュールにおいても fédéral と fédératif は互換的に用いられ、また、「連邦創設
契約」の意味で、pacte	 fédéral という語を使用している164）。だがボーは、意識
的 に fédéral で な く fédératif の 語 を 選 択 す る。な ぜ な ら、「連 邦 国 家（État	
fédéral）」の語を主軸として伝統理論が発展したため、「fédéral＝État	fédéral」、

「État	 fédéral＝État」、「État＝Constitution」という三連式のもと、「国家」、「憲
法」といった語と形容詞 fédéral が結びついてしまっているからである。このた

162）　訳語としては、注 159）において提示した、ル・フュールにおける「連邦契約（pacte	
fédéral）」と同じであるが、ボーの「連邦契約」の場合、鍵概念フェデラシオンの創設一
般を示すものであること、fédéral の語が明確に回避されていること等、ル・フュールの
それとはまったく異なる概念であることに注意しなければならない。

163）　Pacte fédératif,	p. 199.
164）　注 159）を参照。
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め、fédératif の語を用いることで伝統理論からの断絶を示し、国家と連邦の差
異化というボーの目的が明確化されることになる。
　しかし、ボーのこのような意図にもかかわらず、「連邦契約（pacte	fédératif）」
の語は、国家とは切り離されていても、憲法と完全に切り離されたわけではない。
なぜなら、ボーの構想する連邦契約は、「憲法契約（pacte	 constitutionnel）」と
して提示されるからである。

⑵　憲法契約（pacte	constitutionnel）としての連邦契約
　ボーにおいて、連邦契約とは「フェデラシオンの憲法」に他ならない。創設の
ジレンマによって、契約の水平的関係と、憲法の垂直的関係の衝突が問題化され
たが、この衝突は、検討対象を連邦国家からフェデラシオンへと移したボーの議
論においては、そのまま継承されるわけではない。
　まずフェデラシオンは国家ではないので、フェデラシオンの法的基礎を契約と
して構想すること自体に、直接に問題は生じない。ボーは「契約的な水平性」165）

を、伝統理論がおろそかにしてきた「連邦的な感覚」として位置づけ、フェデラ
シオンが本質的に契約と適合的なものであることを示している。この水平性は、
まず、政治概念としてのフェデラリズムを反映した、フェデラシオンにおける

「統一性の中の多元性」166）としてあらわれる。すなわち、フェデラリズムにおい
て統一性への指向と多元性への指向が併存しており、その二つが緊張関係にあり、
綱引きしあうことでフェデラリズムの力学が成立している。このような契約的な
性質は、とりわけ創設時において強調される。すなわち、創設時において、構成
国はそれぞれ自身の将来の利益を考慮しつつも、ある一つの総体を指向するとい
う点で共通し、それがフェデラシオンを成立させる基礎となる167）。また創設契
約における「水平性」には、さらに政治理念としてのフェデラリズムを反映した
平等・信用・忠誠などの意味が読み込まれる。それは消極的には、当事者間に信
用がなければフェデラシオンの設立契約を結ぶことはできないことを意味す

165）　Théorie de la Fédération,	p. 109.
166）　Théorie de la Fédération,	p. 110.
167）　Théorie de la Fédération,	p. 111.
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る168）。
　国家から差異化されたフェデラシオンが契約と適合的であるとしても、契約の
水平的関係と憲法の垂直的関係の衝突を前提とする限り、フェデラシオンを創設
する法は、憲法ではありえないことになる。だがそれでも、ボーが連邦契約とし
て提示するものは、憲法契約（pacte	 constitutionnel）であった。そこで、憲法
と契約の性質上の衝突自体が、ボーにおいて再問題化される。
　ボーは、この問題に憲法の意味を拡張することによって解答する。すなわち、
憲法には、一方向的（unilatéral）な行為としてのそれのほかに、「契約的な行為
としてのもう一つの形態」169）、すなわち「憲法契約（pacte	 constitutionnel）」が
存在するというのである。
　ボーにおける「憲法契約（pacte	 constitutionnel）」は、国際法上の条約とも、
国家の基礎となる憲法とも異なる、「制憲条約（traité	 constituant）」である。こ
の条約は、二つの内容を同時に含んでいる。第一に、新たな政治体（この場合は
フェデラシオン）を創出すること、第二に、この条約の締結者が、創設された政
治体の構成要素となることである170）。ボーは、連邦契約によって生じる締結者
の地位の変更を、「モナドとしての国家が、連邦構成国に変化する」171）ものとし
て構成する。よって憲法契約は、自由な合意によって締結される点で契約的であ
るが、締結者の地位を変更する点で通常の契約とは異なるものである。
　また、国家における憲法と同様、憲法契約も、憲法の基礎となる政治的な自己
決定に服しなければならない。この点は、国家における憲法の場合、人民の意思
による憲法制定としてとらえられるが、フェデラシオンの憲法の場合は、以下の
ように読み替えられる。フェデラシオンへの参加または加入は、構成国がその主
権の名のもとにおいて、構成国の意思によってのみ行われるものであり、第三者
から加入を強制される場合、それは主権侵害となる172）。国家の憲法における政
治的決定の主体は人民だが、フェデラシオンの場合、主体は、構成国となる以前

168）　Théorie de la Fédération,	p. 112.
169）　Pacte fédératif,	p. 255.
170）　Pacte fédératif,	p. 256.
171）　Théorie de la Fédération,	p. 210.
172）　Pacte fédératif,	p. 258.
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の国家、単位としてのモナド国家である。ここでは、人民が構成国へ置換されて
いる。
　この読み替えは、「帝国（empire）」とフェデラシオンを対照させる議論と連
動していると考えられる。ボーは、国家の統合のプロセスとしての連邦創設を観
察する場合、必ず構成国が「自らの意思において」統合し、「意思の合致」によ
って政治的な統一体を形成する、「自由な合意」が存在する必要があるとする。
これに対し「帝国」では、統合と政治体の形成が、統合の極となる中央のヘゲモ
ニーを背景に、外部的な強制力によって行われる173）。ここで行われているのは、
憲法と条約の対照でなく帝国と連邦の対照である。この「帝国」とフェデラシオ
ンの対照が直接的に明らかにするのは、現代的なデモクラシーとフェデラシオン
が適合的であるということである。
　連邦創設契約の契約的側面において、自由な合意が強調されるのは当然である。
しかし、連邦契約の「憲法」としての側面においても、ボーは垂直的な性質では
なく、水平性を読み込むに至る。連邦の憲法に水平性が読み込まれた以上、連邦
論においては、もはや従来創設のジレンマの原因とであった憲法と契約の対照は
無意味化する。ボーは創設のジレンマを解決するのではなく、ジレンマが生じな
い新たな論理構造への転換を行ったのである。「国家の憲法」とは別の「契約的
な連邦の憲法」の存在を想定するボーの議論は、垂直性と切り離された水平的憲
法の存在をみとめる点で、「憲法観の変更」をはかるものといえる174）。
　このような憲法自体の差異化によって、「フェデラシオン―水平的・契約的―
憲法契約による創設」と「国家―垂直的―国家型憲法による創設」という構図が
描かれ、国家と連邦の差異化というボーの目的がより一層明確化されることにな
る。

173）　Pacte fédératif,	p. 248.
174）　ここでの「連邦憲法」、「憲法条約」の定義によって、「憲法」の語の意味は一般化・相

対化され、単なる「政治体の基礎となる法」程度の簡潔なものに希釈されているように感
じられる。このように定義される「連邦憲法」は、もはや「憲法」たりうるか、という概
念上の問題が生じるであろう。ボーの場合、従来「憲法」として定義されていた内容を、
手つかずのまま「国家の憲法」として括り出し、国家論の次元で保持しているため、従来
の議論に変更を加えるというより、新概念を構想したという方が適切であろう。
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⑶　連邦契約における憲法制定権力の担い手
　連邦契約を憲法契約として把握する結果、連邦契約について憲法制定権力を観
念することが可能となる。ボーは連邦契約の第二の性質として、連邦契約につい
て、憲法制定権力の主体が複数存在することを挙げる175）。
　このことはアメリカの憲法制定過程の観察によって確認される。各州代表がフ
ィラデルフィアに集合した第一義的目的は、それまでの政治体である国家連合ア
メリカに対して、「連合規約を改正せよ」と命じることにあった。そして、これ
に続き新憲法草案起草作業が行われ、各構成国人民の代表の賛意のもとに、憲法
制定権力が実効化されることになる。しかし、連邦契約においては、「憲法制定
権力の真の担い手は誰か」という問題が生じる。単一国家の憲法制定において、
制憲者は単一の人民でしかありえないのと異なり、連邦では複数の候補が考えら
れるからである。民主政の原理を前提とする限りにおいて、構成国代表を憲法制
定権力の真の担い手とすることはできず、人民に担い手を求めることになるが、
この人民の正体について、さらに解釈が分かれる。すなわち、「連邦人民」なの
か、「各構成国の人民」なのか、あるいは構成国人民の総体なのかが問題とな
る176）。この問題に対するボーの回答は明快である。憲法に正当性を与える存在
は、論理的に憲法以前に存在している必要があり、連邦創設時において、それは
単一の人民ではなく各構成国の人民の総体に他ならない177）。このことは、ボー
の主権論・憲法制定権力論と対応している。ボーは、国家の憲法を論じる場合で
あっても、その憲法の書き手としての制定権力の担い手は、憲法典以前に存在す
る必要があることを述べている178）。単一か複数かの違いはあるが、フェデラシ
オンにおいても、憲法制定権力の担い手の先行性が必要となるのは変わらない。
　このような制定権力の主体は、アメリカの場合でいえば、それは各州人民の総
体であって、憲法制定以前において単一の「アメリカ人民」を構想することは、
現実に反している。この構成国人民の複数性を前提とすると、連邦契約における

175）　Pacte fédératif,	p. 258.
176）　Pacte fédératif,	 p. 260 において、ボーは南北戦争を、「憲法制定権力を担うアメリカ人

民とは誰か」という問題の解釈をめぐって生じた衝突として捉える。
177）　Pacte fédératif,	p. 264.
178）　Olivier	BEAUD,《Le	souverain》Pouvoirs,	no	67,	1993,	p. 38.
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憲法制定権力の担い手は構成国人民であり、憲法を承認し採択するのは、将来に
おいて構成国となる存在、すなわち、並列的に存在するモナド国家の人民による
投票を通じた、承認の総体であることになる。各構成国の投票の結果として生じ
る「包括的な批准行為（l’acte	globale	de	ratification）」179）によって憲法が承認さ
れる点に、フェデラシオンの特徴がある。そしてこの議論は、国家における憲法
制定権力とフェデラシオンの憲法制定権力論とが差異化される点で、Puissance 
de L’État において展開されたボーの主権論と表裏をなす。

⑷　モナド国家からフェデラシオンの構成国への変化
　連邦契約によってそれまで独立の国家であった政治体（モナド国家）が、連邦
構成国へと変化することになる。「モナド国家から、フェデラシオンの《構成国》
への変化」180）の正体を、ボーは以下のようにまとめる。
　第一に、モナド国家が構成国になっても変化しないものとして、モナド国家の
政治的な同一性があげられる。この点に関して、ボーはフェデラシオンの目的の
二重性とその緊張関係が連邦契約に書き込まれることを示している。フェデラシ
オンの創設契約には、「連邦の統一性の保持」と「構成国へと変化したモナド国
家の政治的延命」という二つの目的が書き込まれ181）、後者の目的が存在するゆ
えに、モナド国家と構成国の政治的な同一性が担保されることになる。構成国の
側から見れば、フェデラシオンへの加入は、「自己変容と自己保存を同時に行う
憲法上の更改の一種」182）であった。
　第二に、モナド国家から構成国への変化によって、決定的に変化するものとは
何か。ボーはモナド国家間関係から構成国間関係への移行を、「intrefédéres」183）

な水平的関係への移行として置き換えつつ、これを、「国際法的なものであった
関係が、国内関係化（intra-étatique）せず内部化（internaliser）される」184）変化

179）　Pacte fédératif,	p. 261.
180）　Théorie de la Fédération,	p. 201.
181）　Théorie de la Fédération,	p. 279.
182）　Théorie de la Fédération,	p. 205.
183）　Théorie de la Fédération,	p. 206.
184）　Théorie de la Fédération,	p. 231.
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として結論付ける。フェデラシオンの創設によって、「フェデラシオンの内部と
外部」および「構成国の内部と外部」という二つの境界線によって隔てられた三
つの領域が成立し（三重構造のフェデラシオン）、これを反映して、フェデラシ
オンの所属民は、同時に構成国にも所属する複数的・多段階的帰属状態にな
る185）（所属の二重性）。
　このようなボーの説明は、ボーの伝統理論批判に対応している。伝統理論にお
いては、国家連合から連邦国家への変化によって、構成国間の関係が国際法関係
から国内公法関係へ変化するとされていた。しかし、連邦的な政治体という概念
の一体性を重視するボーは、伝統理論の描く変化があまりに劇的であることを批
判しており、「国内的関係か国際的関係か」という問題としては捉えきれない変
化として位置づけられ、「国籍」の概念はあくまで「国家」の枠内でのみ通用す
る概念となる186）。

Ⅳ　EU�統合のためのボー連邦論：�
憲法制定権力論との重ね合わせ

1．適用対象の問題
　以上において、ボーの連邦論の中核的要素を確認してきた。しかし、ここまで
あえて提示しなかった問題として、ボーの提示した「フェデラシオン」の適用対
象の問題がある。すなわち、伝統的連邦論において「連邦国家」や「国家連合」
として識別されている現実の政治体は、ボーの連邦論においてフェデラシオンの
直線に乗ってくるのか。この問題から、フェデラシオンが何を説明するための概
念なのかを問う必要が示されることになる。

⑴　フェデラシオンの射程：EU という回答
　「何を説明する連邦論なのか」という視点から、ル・フュール、カレ・ド・マ
ルベールの議論を観察してみると、いずれの議論もその焦点は、現に存する連邦

185）　Théorie de la Fédération,	p. 217-218.
186）　Théorie de la Fédération,	p. 217.
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国家にあったと考えられる。
　ル・フュールについては、この点は明確である。État fédéral et Confédération 
d’ États の構造に目を向けると、その前半部分において、アメリカ・ドイツ・ス
イスを中心とする当時の連邦国家の歴史的成り立ちと現在の制度を詳細に列挙し、
それを前提として、同書後半部分でこれらを統一的に説明するために連邦国家の
法的定義を模索するというものになっており、「連邦国家を法的に説明する」と
いう議論構造が明確に表れている。また、当時のアメリカ・ドイツの国内の統治
構造が現実として連邦国家に相違ないという認識を前提として、これを説明づけ
るために、実定憲法の中に構成国の主権性を推知させるような規定が存在しても、

「事実に反する」がゆえにそこに法的意味を認めず、構成国の主権性を否定して
いる187）。
　カレ・ド・マルベールについては、現実に存在する連邦国家を説明するという
目的意識があったかは、必ずしも明らかではない。なぜなら、カレ・ド・マルベ
ールの議論は純粋な連邦論というよりも、「国家」の概念自体を焦点とするもの
であり、そこに連邦国家が登場したのは、「国家性を示す標識が主権以外にあり
うるのか」という国家論の重大問題が、国家連合・単一国家だけを観察していて
は表出せず、連邦国家を見ることを通じてはじめて現れてくるものだからであ
る188）。この点を見る限り、カレ・ド・マルベールの意図は、現に存在する政治
体の説明ための連邦論というよりも、連邦国家の存在を当然の前提としつつ、理
論の深化をはかるための対象として登場させたように思える。ただし、彼が行っ
た主権と国家権力の概念的区別の効果、すなわち「主権なき国家＝連邦国家の構
成国」を法的に成立させることで、単一国家と連邦国家を法的に区別したととも
に、現に存する連邦国家を、主権概念を中核とする国家論の射程内にとりこんだ
ことには、注意しておく必要がある。
　ル・フュール、カレ・ド・マルベールに通底するのは、いずれもドイツの国家
論を発展的に継承する中で、その時点で所与として存在する連邦国家をそのまま
理論の中に取り込み、これに対して整合的な法的説明を与えることである。本稿

187）　État fédéral et Confédération d’ États	p. 388. また、この点につき注 55）も参照。
188）　Contribution ,	T.Ⅰp. 146-147. また、この点につき注 59）も参照。
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における「連邦論の単一直線構造」にひきつけて考えるならば、現に存在する国
家と名のつく政治体は、単一国家であろうと連邦国家であろうと、あるいは同盟、
国家連合であろうと、構成体の結合度という直線の上に乗せられる政治体である
ということになる。
　しかし、ボーの連邦論の場合は、ル・フュールやカレ・ド・マルベールの場合
ほどには、単純に議論の内在的な前提を推察することはできない。ボーの連邦論
は本稿にいう二直線構造を採用し、「国家」と「連邦」を明確に差異化したこと
によって、従来国家と連邦の重ね合わせとして理解されていた「連邦国家」は、
ボーの連邦論において位置づけが不明確になる。したがって、現に存在する連邦
国家がボー連邦論において、「国家」の直線と「連邦」の直線のいずれに乗るも
のなのかについて、相反する二つの読解の可能性が存在する。
　まず、Théorie de la Fédération の構造に注目すると、その前半部分において
伝統理論の批判を行って以降、ボーの枠組みに連邦国家（État	 fédéral）の語は、
基本的には登場しなくなる。ボーにおいて、主権と不可分に結びつく「連邦国
家」は、分析のための概念としては採用しえないものであったから、このこと自
体は自然である。このことから第一の読解として、現実に存在する連邦国家は、
主権国家として意識される以上、フェデラシオンではないと考えることができる。
しかし、現実に連邦国家として捉えられる政治体が、ボーの検討対象から除外さ
れているわけではない。それどころか、ボーがフェデラシオンの肉付けのために
検討対象としたのは、フェデラシオンの典型的な統治形態である「連邦共和政」
の例としてのアメリカ・スイス189）、および共和政でなく君主政と結びついたフ
ェデラシオンの特殊な例としてのドイツ190）の三国であった。「共同繁栄」をキー
ワードとするフェデラシオンの目的の分析の際にも191）、この三国の並列的検討
がなされる。この点を捉える限り、第二の読解として、現実に存在する連邦国家
は、一般理論としてのフェデラシオンの中に包摂されるとも考えられる。
　結論を先取りすると、この問題の解答として適切なのは第一の読解であり、

189）　Théorie de la Fédération 第 11，12 章。
190）　Théorie de la Fédération 第 13 章。
191）　Théorie de la Fédération,	p. 302-312.
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「連邦国家はフェデラシオンではなく、国家の一類型である」と考えられる。こ
のように読む限り、ボーにおいて、現実の連邦国家に存在する連邦的性質は、法
的に無意味な残滓に過ぎず、また、フェデラシオンのために各国の連邦史を参照
するのは、連邦の残滓の抽出を通じて、その「前世の姿」であるフェデラシオン
を想像する作業ということになる。
　国家とフェデラシオンの差異化という目的からみて、この読解は非常にシンプ
ルであるが、現実に存在する連邦国家が、「一般理論」として提示されるフェデ
ラシオンから排除されてしまうという結論において、非常に重大な意味を含んで
いる192）。また同時に、連邦国家を含まないとすれば、フェデラシオンが説明し
ようとしているのは、現実に存在するどのような政治体であるのかという根本的
問題が提示されてくる。
　にもかかわらず、なぜこのような読解にたどり着くことになるのか。その理由
は、ボーの連邦論が「何を説明するための議論なのか」、すなわち、フェデラシ
オンの一般理論の適用対象を探ることで明らかになる。実は、ボーの関心は既存
の連邦国家を説明しなおすことではなく、新たに誕生した政治体である EU193）

を説明するところにある。EU という適用対象を前提とすれば、連邦国家の位置
づけが不明瞭となっても不都合はなく、あるいは本稿のように連邦国家を「フェ
デラシオンではない」と断じてしまっても、適用対象が不明になることはない。
　ここで、フェデラシオンの適用対象として EU が現れる場面を確認しよう。ま
ず、ボー連邦論の理論的な集大成として位置づけられるはずの Théorie de la 
Fédération においては、EU が検討の対象として登場する頻度は驚くほど少ない。
同書の本文において EU が登場するのは、フェデラシオンにおける国籍（市民の

192）　小島・前掲注 4）168 頁は、ボーのフェデラシオンが、近代以降の「国家の解体」を意
味するものであるとして、シュミット以上の「強い主張」を含むものであると位置付ける。
この「国家の解体」の意味は、次のようなものである。フェデラシオンによって、「現実
の連邦国家が、実は法的には国家でない」か、または「現実の連邦国家が、実は法的には
フェデラシオンではない」かの、いずれかの結論にたどり着かざるを得ない。しかし、い
ずれの結論に帰着しても、「連邦国家は名と体が反する政治体である」という主張になる
ため、従来通りの「国家」の概念にメスを入れる結果は避けられないのである。

193）　本稿においては、「国家連合」の概念との距離を明確化するために「欧州連合」の訳語
は使用せず、EU の表記のみを使用する。
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帰属）の二重性が、確定した事実として存在する194）ことを示す場面である。こ
の点について、ボーが「構成国内／フェデラシオンの内部／フェデラシオンの外
部」の三つの領域を想定する三部構造を採るが、この国籍の二重性と三部構造に
おいて、フェデラシオンのシステムと EU のシステムは「同族（parent）」195）で
あるとされる。すなわち、マーストリヒト条約以降導入された「EU 市民」およ
び「EU 市民権」の概念は、直接的には「国民が有する市民権に追加されるも
の」196）であり、直接的に EU 加入国の「国民」という概念を断裂させることはな
い197）が、EU 加入国の国民が EU 市民として共同的に所属する構図により、ヨ
ーロッパ内の独立国の構成員という地位によって特徴づけられていた「国民／外
国人」という区別が相対化されているというのである。
　だが「EU 市民」の例はあくまで、フェデラシオンと EU が「ある場面におい
て同族である」と示したに過ぎない。Théorie de la Fédération における連邦的
な現象の抽出対象は主にドイツ、アメリカ、スイスであって、EU がフェデラシ
オンの実例として、また連邦的な現象の抽出対象として提示されることはない。
これは偶然ではなく、ボーが意図的に連邦論から EU を除外した結果である。
Théorie de la Fédération の結論部分において、ボーは「EU はフェデラシオン
であるのか」という問いを Théorie de la Fédération の主題から除外し、同書の
検討をその解答のための準備作業として位置づけている198）。
　しかし、ボーがフェデラシオンの適用対象として EU を想定していたことは、
Théorie de la Fédération より前の連邦論に目を向けるとすぐに確信できる。
Puissance de L’État において、マーストリヒト条約の批准と欧州統合の進展は、

194）　Théorie de la Fédération,	p. 218-222.
195）　Théorie de la Fédération,	p. 221.
196）　中西優美子『EU 法』（新世社 2012）47 頁。
197）　あくまで、国民概念を「直接的には」傷つけないにとどまる。EU 市民は居住する EU

構成国において地方選挙権を得る（EU 運営条約 22 条）。このため、フランスやドイツの
ように、マーストリヒト条約批准に当たって自国民以外に地方選挙権を与えることを可能
とする憲法改正がなされる場合があった。これらは、国籍＝市民権＝選挙権保持者の連鎖
を解き離し、国民国家が「上から圧迫される」事例であるといえる（新村とわ「流動する

「市民」の権利」長谷部恭男編『講座人権論の再定位 3　人権の射程』（法律文化社 2010）
201-202 頁）。

198）　Théorie de la Fédération,	p. 425.
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「ヨーロッパ連邦（フェデラシオン）の形成」199）であった。Puissance de L’État	
の後、1997 年の時点では、ボーは、欧州統合が主として経済部門にとどまり、
外交や安全保障に十分に及んでいないことから、その時点での EU が完全なフェ
デラシオンではないとの認識を示した200）が、これは同時に、統合の進展により
EU がフェデラシオンへ移行することをボーが予期していることを意味する201）。
　将来の EU 像に目を向けると、欧州統合が現状のまま進展し、統合の緊密性が
強化されたと仮定しても、その最終地点が「単一国家」や「連邦国家」になると
は通常考えられていない。EU は主権国家の結合によって形成される政治体だが、
最終的に単一国家へ到達する直線上にない、「直線構造の連邦論」に当てはまら
ない存在なのである。直線構造をとらないボーの連邦論の構造と、現実に存在す
る EU は、この点で適合的である。
　そして、ボーがフェデラシオンの概念をもって EU を説明しようとしているこ
とは、後述する試論の基礎、そして、彼の連邦論を「新たな国家論」・「現代国際
社会における憲法論」としての連邦論として読み解く本稿の試みの基礎となる。

⑵　政治体としての EU
　ボーの連邦論の適用対象が EU であるとして、そこに含まれる問題を、EU 法
の議論に目を向けながら探りたい。政治体としての EU を法的にいかに把握する
かという問題は、EU 法学の中でも結論が様々に分かれている。
　例えば、「EU は国家連合でもなく、連邦国家でもない。換言すれば、国家連
合の段階を超えているが、連邦国家の段階まで至っていない状況にあると捉えら
れる」202）という EU の一般的理解は、直線構造的な連邦論を基礎として EU を国
家連合と連邦国家の中間に位置する政治体と捉えるものである。主権の所在を鍵

199）　Puissance de L’État,	p. 471.
200）　Olivier	BEAUD,《Propos	 sceptiques	 sur	 la	 légitimité	d’un	 referendum	européen	ou	

plaidyer	pour	plus	de	realism	constitutionnel》,	in	Andreas	Auer	et	Jean-François	Flauss
（éd.）,	Les référendum européen,Bruylant,	1997,	p. 173-178.

201）　高橋・前掲注 69）19 頁において、高橋和之も、ボーが「EU の将来構造をフェデラシ
オンの方向で展望している」と解している。

202）　中西・前掲注 196）19 頁。
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として区分された国家連合と連邦国家の二領域の間に、新たに目盛を打ち直して
第三の領域を創設した結果が、「国家連合を超えているが、連邦国家の段階まで
至っていない」政治体という新しい概念である。
　しかし、既存の連邦論・国家論が前提とする「主権」、「国家」、「連邦」から離
れなければ EU を把握できないとする見解も有力である。その根拠は、EU の超
国家的性質にある。EU の性質として、「トランスナショナル（trans-national）」
および「スプラナショナル（supra-national）」の語が示されることが多い。これ
らは EU の「超国境的」、「超国家的」性質を示すが、注目すべきは、これらの性
質が国家の主権と衝突する点である。統合の実効性を確保するために、欧州委員
会や欧州司法裁判所といった超国家的機関に与えられる権限と、国家の主権に由
来する権限が矛盾衝突する。このような矛盾は欧州統合の中で、機構の構成過程
の問題として争点化されてきた203）。
　しかし、EU における超国家性は、主権国家との対立の上で理解されるがゆえ
に、その裏側にかならず主権国家の原理を含む。たとえば、EU は超国家的であ
りながら「EU 市民の代表」としての欧州議会は、市民から直接に正統性を確保
する試みとして、主権国家における議会と類比される。これらを総合して、EU
の特殊性は「国際機関ではないがヨーロッパ合衆国でもない状態」204）と表現され
る。この表現は EU を何らかの政治体に分類することが本質的に困難であること
を示唆する。そこで、EU に内在する政治的複雑性を反映し、「国家」や「連邦」
といった、既存の政治体との距離をもって EU を把握しようとするアプローチと
は全く別の、新たな鍵概念を創造して分析に用いようとするアプローチが、EU
法学の領域で生じている。
　たとえば、EU を「多元的法秩序」として表現するアプローチ205）は、その前

203）　このような衝突の頂点が、1960 年代の「空席危機」であった。これは、欧州委員会が
発表した超国家性の高いプランに抗議し、ド・ゴールが閣僚理事会をボイコットしたこと
から生じた事態だが、このことは、超国家的機関としての欧州委員会と政府間主義的な閣
僚理事会との、性質の対照を示す例であるとともに、超国家性に対する主権国家の一種の

「拒否権行使」の例である。
204）　網谷龍介・伊藤武・成廣孝編『ヨーロッパのデモクラシー』（ナカニシヤ出版 2009）

30-31 頁。
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提として、従来型の理念形を用いた政治体の分析の方法論を検討する。従来型の
理念形による分析とは、EU を「国際組織」、「国家連合」、「連邦国家」と定義し、
あるいはそれらの政治体と完全には一致しないが、それらの特色を部分的に備え
た独特の政治体であると位置づけるものであった。しかし、EU が政治体として
形成途上にあるならば、もし歴史的にまったく新たな政治体であった場合、従来
の政治体の理念形という「静止画像」との比較による検討は意味をなさない。こ
のような方法論上の欠点を回避するために、EU を、実定法のみならず、不文法
の形成、およびその実定法化という、追加的自生的な動きを内包する「多元的法
秩序」として説明するのである。
　EU を「ガバナンス」としてとらえるアプローチは、EU において各国の政府

（government）がもはや排他的な政治過程の担い手ではなくなっていると指摘し、
加盟国政府に加えて、欧州委員会など EU の公的機関や私的な団体（各種業界団
体、圧力団体、NGO）も含む多種多様な政治過程の担い手が存在する「統治

（governance）」として EU を構想する。これらの担い手は、超国家的な次元に
おける担い手としての欧州委員会と欧州司法裁判所、政府間主義的な次元におけ
る担い手としての閣僚理事会、欧州理事会、市民社会の次元における担い手とし
ての各種私的団体、サブナショナルな次元の担い手としての地域、地方政府とい
ったように、国民国家の次元において水平的並列的に存在する担い手ではない点
で、「多次元的」206）である。また、ガバナンス論の中でも、多様な政治過程の担
い手が、柔軟かつ錯綜したコミュニケーション・ネットワークの相互作用を発展
させて政治過程を規律していると捉える立場は、「ネットワーク・ガバナンス論」
として確立している207）。
　ガバナンス論によって、このように構想される EU は、近代以降の「国家」を
イメージの基礎とする政治体の類型論には当てはまらない208）。例えば、政治体
としての EU を「政体（Polity）」と表現するある論者は、EU を「ネットワー

205）　中村民雄「動く多元的法秩序としての EU―EU 憲法条約への視座」、中村民雄編
『EU 研究の新地平　前例なき政治体への接近』（ミネルヴァ書房 2005）197-201 頁。

206）　中村健吾『欧州統合と近代国家の変容　EU の多次元的ネットワーク・ガバナンス』
（昭和堂 2005）42 頁。

207）　中村・前掲注 206）41-53 頁。
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ク」よりも強固な秩序体系でありながら、「国家」ほどには完成された秩序体系
ではないものととらえ、結局「政体」以外に示しようのない「やっかいな権力関
係」が存在すると評している209）。
　EU を特定の政治体の類型に当てはめようとする場合、デモクラシーの問題も
生じる。EU は制度構築の出発点からエリート主義的だったが、統合の指導者た
ちは、経済的発展を優先し、大衆の同意獲得の必要を先延ばしにしつつ、将来提
供される経済的発展により、順次大衆の支持を確保できると予想し、当初はその
通りに統合が進行した210）。だが制度としての EU の機能が拡大し構成国の権限
が空洞化すると、EU を構成する「市民」との関係で民主主義の赤字が問題化さ
れ、これに対応可能なデモクラシーの制度が求められ始める。
　現実には、欧州議会の権限を強化することにより、民主主義の赤字への対応が
図られてきた。欧州議会は、1979 年以降直接選挙による議員選出が導入されて
以降、その民主的正当性を梃子として機能を拡大し、リスボン条約においては名
実ともに立法機関であることが定められるとともに、EU における民主主義の要
として位置づけられるにいたった211）。欧州議会を民主主義の中核とする方向性
は、EU における間接民主制型のデモクラシーの進展として把握される。前述し
たガバナンス論との関連で、EU をガバナンスとして評価しつつ、その中で EU
市民に密着した「対話と討議」を通じた「ガバナンスの民主的正当性」を確保す
るための、「公共圏」としてデザインする試み212）もある。

208）　中村・前掲注 206）338-371 頁において、「多次元的ネットワーク・ガバナンス論」を
用いて EU を説明しようとする中村は、一方で、EU において連邦制と類似する要素を指
摘しつつ、EU 既存の「国家」や「帝国」といった概念に結び付けて把握しようとする試
みを引用し、EU を「一種独特の政体」でなく、既知の政治体を用いて「EU の国家性」
として表す道を肯定的に示している。しかし、このような EU の「国家性」は、ネットワ
ーク・ガバナンス論を内包することの出来る「刷新された国家性」であり、やはり従来の
政治体の類型論とガバナンス論が衝突することについては疑いがない。

209）　浅見政江「EU 統合と民主主義　「やっかいな政体」の「やっかいな民主主義」」田中
俊郎・庄司克彦編『EU 統合の軌跡とベクトル　トランスナショナルな政治社会秩序形成
への模索』（慶応大学出版会 2006）38-40 頁。

210）　田中俊郎「欧州統合におけるエリートと市民」田中俊郎・庄司克彦編『EU と市民』
（慶應義塾出版会 2005）3-9 頁。

211）　リスボン条約以後の新 EU（マーストリヒト）条約第 10 条 2 項においては、市民が
EU レベルで直接欧州議会に代表されることが規定されている。
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　だが、ここで、EU において論理的・実践的に必答であるデモクラシーの問題
に、「国家」、「主権」、「連邦」の語を使わず、すなわち、国民国家と議会制民主
主義の原理に依拠せずに解答が可能かという問題が浮かび上がる。この点につき、
児玉昌紀は、EU におけるデモクラシーの問題、とりわけ、EU における主たる
行政機関である欧州委員会の政治責任の問題については、ネットワーク・ガバナ
ンス論はほとんど無力であると指摘する。なぜなら、ガバナンス論が、EU 法の
加盟国に向けた垂直的支配、加盟国行政上での EU 法の執行といった「EU 政治
の実際」に対し、積極的に問題提起ができず、また、EU の統治における最終的
な政治行為の結果責任の所在を見失わせかねない危険があるからである。児玉の
議論の基礎は、伝統的理論において「政府（government）」のもとで行われてき
た「国家の統治」が背景とした、法を通じた権力による垂直的な支配 - 被支配の
関係が、EU 法が垂直的に構成国を貫通する統治の実質を備えた現在の EU に、
まぎれもなく存在するとの認識である213）。児玉の批判は、ガバナンス論が EU
において確立されつつある統治と、垂直的な EU 法の貫通、支配 - 被支配の存在
についての認識を欠いている214）というものである。
　児玉はこのようなガバナンス論の弱点を克服するものとして、「政府（govern-
ment）」および「疑似的国家組織の形成」の存在を前提とした議会制民主主義の
理論を EU に用いるべきであるとする。また、「政府」、「疑似的国家組織」の存
在を認識する児玉は、EU を国家の連合体（国家連合）をはるかに超えて「共同
体化」し、内実を備えた「連邦的政治体」215）であると評価する。「疑似国家的」、

「連邦的政治体」の語の使用を見るに、児玉の見解は EU を「性質上連邦国家に
類似する政治体」として捉えるものと考えられ、国家との対照性を強調しない点

212）　安江則子『欧州公共圏　EU デモクラシーの制度デザイン』（慶應大学出版会 2007）
2-9 頁。

213）　児玉昌己『欧州議会と欧州統合』（成文堂 2004）62 頁。
214）　児玉・前掲注 213）49-50 頁。
215）　児玉・前掲注 213）60 頁。また児玉は、「European	Union」の訳語として「欧州連合」

が採用されること批判している。すなわち、この場合の「Union」は「連合」でなく「連
邦」にほかならず、「より緊密な連合」といった表現は、EU の連邦化の認識を阻害する
としている（同 473-502 頁）。用語および訳語の選定がもたらす意味に着目する点では、
本稿と関心を共有する。
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でボーとは異なるが、政治体としての統一性を「連邦」という既存の語によって
示す点でボーと重なる。
　これら EU 法学からの指摘によって、「国家的でない政治体」としての EU と
いう認識が再問題化される。とりわけ「民主主義の赤字」を認識し、制度として
のデモクラシーの在り方を模索する議論において、既存の政治体の類型論からど
こまで離脱できるか、全く別の政治体の構想がどこまで有用な方法かは明確でな
い。
　ここで、これまでの EU 法学の議論の概観から、ボーおよび連邦論のとの関連
において明らかになる視座を二点指摘しておく。
　第一に、ボーの連邦論は、既存の政治体を基礎とする類型論と、新たな政治体
の類型を創出しようとする創造的議論の中間的性質を有する。EU をフェデラシ
オンと位置づける議論構造は、既存の政治体を用いた類型論に属する。ボーにお
ける統治の主体は構成国と統合軸としての連邦216）であって、全て公的な存在で
ある。古典的主権論から出発し、連邦創設契約の主体に注目するボーにおいて、
私的団体がフェデラシオンの統治の担い手としてなじまないことは自明である。
しかし同時に、ボーのフェデラシオンは国家と対置される存在である以上、ボー
の試みが EU を「連邦国家」と位置付けるものではないことにも注意しなければ
ならない。EU を国家と差異化された政治体として把握する点では、新たな政治
体を構想する試みといえる。
　第二に、「民主主義の赤字」を抱える EU についての議論において、デモクラ
シーの問題について回答することは不可避であるが、この問題へのボーの回答は、
必ずしも明確ではない。なぜなら、フェデラシオンの中核に据えられるのは個人
やデモクラシーでなく、構成国とそれらの多様な関係であり、あくまで全体論的
だからである。ボーが「フェデラシオンが民主的である」と述べる場合、それは

「統合が上からの強制力によらない」ことを指し、これは「帝国」との対比にお
いて、フェデラシオンとデモクラシーが適合するという意味である217）。また、
伝統理論において、契約と憲法の対照を示すために使用されていた「水平（hori-

216）　注 115）における小文字で始まる fédération を指す。
217）　Fédéralism et souvraineté,	p. 121.
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zontal）」と「垂直（vertical）」の語は、フェデラシオンと帝国の対照を示すた
めに使用されることがある218）。しかしボーの連邦論の目的が「国家とフェデア
ラシオンの対照」にあることを考えると、この「帝国とフェデラシオンの対照」
は、いわば傍系の議論である219）。
　また、ボーはアメリカ、ドイツ、スイス等既存の連邦国家から連邦的な現象を
抽出するが、EU にこれを用いる場合、抽出され一般化された「連邦的なもの」
が、真に国家から差異化されたものであるのか、それとも議会制民主主義の理論
をフェデラシオンを基礎として読み替えたものなのか、慎重に判断する必要があ
る。結局、これらの疑問点はボーが示唆する「フェデラシオンに特有のデモクラ
シー」220）の正体の明確化なしには、解決しない。
　次に、これらの視座をもとにしつつ、EU の政治体論としてのボー連邦論の適
用可能性を検討する。

2．試論：フェデラシオンとしてのEU
　すでに述べたとおり、現時点でボーの連邦論の集大成である Théorie de la 
Fédération においても、EU をフェデラシオンとして構想する試みは直接には行
われていない。そこで、本稿では前項で確認した EU を法的に以下に説明するか
という問題の性質と、Puissance de L’État におけるマーストリヒト条約におけ
るフランスの描写を手掛かりとして、試論としてのフェデラシオンの EU への適
用と、連邦論としての Puissance de L’État の読解を行いたい。。
　ボーが行っていない理論操作をあえて行うことは、もちろんボー自身が予定し
ていない帰結をもたらす可能性があり、それには十分注意する必要がある。しか
しこのような危険の認識にもかかわらず、本稿がこの試論を行うのは、国際化社

218）　Pacte fédératif,	p. 249.
219）　もっとも、ドイツを典型として、検討の対象となる「国家」と「フェデラシオン」が、

歴史上「帝国」から生じた場合、「帝国」、「国家」、「フェデラシオン」の三者を要素とし
て連邦論を構成する余地は残されている。例えばボーは、「共和政と適合しなかった例外
的なフェデラシオン」としてドイツの特殊性を検討しており（Théorie de la Fédération,	
13 章）、その背後に、歴史上の「帝国」と「Fédération」の接合を理論として成立する余
地があると考えられる。

220）　Fédéralism et souvraineté,	p. 121.
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会を観察するために憲法学に求められる課題を浮き彫りにするという本稿の関心
にとって、この試論が有益であると考えられるからである。この点についてはⅤ
において述べる。

⑴　ボーの主権論と連邦論の共通構造
　試論の前提として、ボーが Puissance de L’État において行ったことを確認し
よう。同書の主題は、主権のより厳密な定義と、それを通じた憲法制定権力論で
ある。
　まず前提として、主権は歴史的・多義的な概念であるが、一般的には三つの用
法が存在するとされる。すなわち、①国家権力そのもの（統治権自体）、②国家
権力の最高・独立性、③国政についての最高の決定権の三用法である。とりわけ
日本の憲法学の主権論における「君主主権」、「国民主権か人民主権か」等の議論
は、③の用法の主権を前提として、その帰属を問うものである。
　しかし、連邦論において問題化される「主権」は、むしろ②の用法であると考
えられる。②の用法には、対外的には他のいかなる権力主体からも独立すること

（対外的独立性）と、対内的には他のいかなる権力主体にも優越する（対内的至
高性）の二つの意味があるが、連邦論、とりわけ連邦創設の場面では、構成国に
おいて存在していた独立性と至高性が揺らぎ、主権の存在と変化をいかに説明す
るかが問題化されるのである。
　しかし、ボーが「主権（souveraineté）」という語を用いる場合、それは単純
にこの三用法のいずれかに帰属させることはできない。「主権を欠いた政治体」
であるフェデラシオンは、中央としての連邦・構成国のいずれにも対外的独立
性・対内的至高性が存在せず、この意味ではボーの用いる主権も連邦論における
主権として、用法②の意味を含むことは確かである。しかし、同時にボーは
Puissance de L’État で展開する主権論において、自らが使用する「主権」を、

「国家が国内における最終的な裁定者である」という意味での主権（国家の主権）
とは区別し、人民が憲法の書き手となるという意味での主権（国家における主
権）であると定義する221）。よって、ボーの用いる主権は、その帰属を問う意味
を内包させている点で、用法③の意味をも同時に含むことがわかる。またボーは、
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主権の決定は法的に無答責であるという純粋かつ強力な意味を読み込み、実定憲
法の内部で法に基づいて（最高法規である憲法のコントロールを受けて）権力を
行使する主体とは区別される、法的に無答責な制憲行為の主体、すなわち「憲法
の書き手」を問う222）理論として主権論を構成する。すなわち、ボーの提示する
主権論とは、「憲法制定権力論」に他ならない。
　そして、憲法の書き手を問題化する主権論からの帰結として、憲法制定権力と
憲法改正権力の区別が導き出される。ここで重要になるのは、憲法制定権力の担
い手は、憲法に先行して存在しなければならないことであり、すなわち、「憲法
の書き手は、その性質上、作り出した憲法規定の中に現れることはない」223）ので
ある224）。
　このようなボーの主権の捉え方から、二つの結論が導かれる。第一に、フェデ
ラシオンから主権が消えなければならない理由が、創設の場面からも裏付けられ
るということである。連邦国家の主権の書き手である「連邦人民」は、しかし、
連邦国家の成立前には存在していなかったという現実がある。連邦国家の成立前
に存在していたのは、法的にはあくまでモナド国家の諸人民でしかないのである。
この現実に対して暴力を振るうような連邦創設のフィクションを想定しないため
には、連邦において主権概念を使用することをやめるほかない。
　だが、Puissance de L’État の主権論から導かれるこの第一の結論に加えて、
後のボー連邦論を念頭においてボーの主権論を見返した場合に、次のような第二
の結論が導かれる。第一の結論は「憲法の書き手」を問題としていたが、この

「憲法」は、連邦論において二分化された憲法のうち、「国家の憲法」を指してい

221）　Puissance de L’État,	p. 208.
222）　このため、「国家の主権」すなわち「国家が国内の最終的裁定者である」という命題は、

国家の決定が法的に無答責となってしまう可能性があるため、適切でないことになる。ま
た、憲法制定権力の発動として理解される人民投票による決定は法的に無答責であるから、
憲法院の違憲審査の対象外となる。人民投票による決定結果が法的に無答責となることに
ついて、注 232）も参照。

223）　Puissance de L’État,	p. 212.
224）　小島・前掲注 4）188 頁は、杉原泰雄＝樋口陽一間の主権論争や、高橋和之、高見勝利

らに代表される主権の制度論、手続論において、主権の名において語られたものが多種多
様であることを指摘し、ボーの用いる「主権」の意味が、日本で主権論の土俵にあげられ
た概念と比べて、非常に狭義であることに注意を喚起する。
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る。ここで、国家とフェデラシオンの差異化に連動して示された、国家の憲法と
フェデラシオンの憲法の差異化を、Puissance de L’État の憲法制定権力論に重
ね合わせることができるのではないか。すなわち、「国家の憲法の制定権力」を

「フェデラシオンの憲法の制定権力」に置き換えても、同様の結論を導き出すこ
とができるのではないか。これが本稿が行う試論の核心である。
　この連邦論と憲法制定権力論の重ね合わせから、いかなる理論構造が導き出さ
れるのか。まず、フェデラシオンの憲法の書き手は連邦契約の締結時点に存在す
るのだから、連邦（国家）の人民ではなく、将来構成国となるモナド国家の人民

（構成国人民）の総体であることになる。もちろんフェデラシオンの憲法の書き
手を「主権者人民」と定義することは出来ない。連邦契約は水平的合意としての
契約である以上、一方向的な国家の憲法とは異なるし、書き手である人民は複数
的であるから、単一不可分の主権の語を使用することは適切でない。また、統治
権の究極的帰属を意味する「人民の主権」と区別された、権力自体を意味する

「国家の主権」の語についても、フェデラシオンには権力の複数性が当然に含ま
れている以上、やはり使用できない。だがこの構造下においても、憲法の書き手
の憲法に対する存在の先行性は問題なく存在している。また、「憲法制定権力の
担い手」および「憲法の書き手」という存在は、連邦契約も「憲法契約」である
以上、構想することができる。むしろ、国家の憲法にしろ、フェデラシオンの憲
法にしろ、「憲法の書き手」が憲法に先行して存在することを無理なく組み込め
る理論こそ、現実に即した理論となりうる。
　フェデラシオンにおいて、たしかに国家論の諸概念は「非国家化」された。だ
が「主権」はなくとも、「（広義の）憲法」の語が国家とフェデラシオンの間で共
有されることによって、「憲法の書き手が憲法に先行する」という構図が、フェ
デラシオンにおいても保たれているものと考えることができる。だからこそこの
部分は、「非国家化」する必要がなく、そのまま「憲法」の語を使用することも
できる。この点で、ボーの連邦論と、そこにおいて外見上消滅しているはずの主
権論が、密接に結びついている。
　ボーは厳密かつ狭い意味での主権概念を採用し、同時にこの概念を使用しない
ことを決断することで、主権の内容に手を加えることなく、連邦の現実に理論的
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に対応する途を選んだ。しかし同時に、直前の主権論において、「憲法に先行す
る書き手」を核とする憲法制定権力論を展開していたボーは、憲法制定権力論と
連邦の「現実」の間に、共通する構図を見出したのではないか。このように推察
される限りにおいて、主権の概念から離れる連邦論と主権論を結び付け、重ね合
わせて理解する可能性がある。

⑵　Puissance	de	L’État 再読
　そこで、ボーの主著であり、主権論・憲法制定権力論を主題とする Puissance 
de L’État を、連邦論として再読すること、およびそこから得られる結論を提示
しよう。
　まず、Puissance de L’État の結論部分において描かれるのは、単一国家とし
て憲法制定権力を行使するフランスの姿であった。しかし、EU をフェデラシオ
ンとして構想する試みにおいては、この描写をフェデラシオンの構成国としての
フランスの描写に読み替えることが考えられる。マーストリヒト条約の批准によ
り、フランスがモナドとしての国家から連邦構成国へ変化し、EU はフェデラシ
オンとなる。フェデラシオンには二重の政治権力（構成国と統合極としての連
邦）が存在し、従来「連邦国家における唯一の国際法の主体」として捉えられて
きた性質は統合極としての連邦に帰属し、「フェデラシオンの極」225）として把握
し直される。これは、垂直性を排除したうえでの政治体の重ね合わせの構想とし
て理解できる。ボーにおける政治体の二重性は、伝統理論における連邦国家のよ
うな垂直的な権力関係を含まないまま、「上から見下ろす場合は統合極としての
連邦が、下から見上げる場合は構成国が見える」ものである。本稿にいう「試
論」とは、Puissance de L’État における単一国家フランスの描写を、「フェデラ
シオンを下から見た場合の構成国フランス」の描写として読み替える試みである。
　Puissance de L’État でのボーの憲法制定権力論は「マーストリヒト条約の批
准問題という一九九二年のフランスが直面した問題を重要な局面として展開され
た「憲法制定権力論」」226）であり、直接的には、マーストリヒト条約の合憲性を

225）　Théorie de la Fédération,	p. 159.
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巡る議論を適用対象としていた。ボーは憲法制定権力と憲法改正権力を区別し、
主権の内容を憲法制定権力へ収斂させ、条約批准の承認を、「憲法改正権力の発
動」としてではなく、国民投票の形式による「憲法制定権力の発動」として把握
した227）。ボーにおいて、憲法改正行為と憲法制定行為を分けるのは、その形式
でなく、対象の重大性であった。改正対象が公権力の不可分性や効力の領域を再
問題化するといった、政治体の本質を変更するものである場合、改憲行為でなく
制憲行為として把握される。
　このことは憲法改正の場面のみならず、条約の批准でも同様である。条約が主
権や国家の本質、政治体の存在自体に変更を加える場合、それは国内法か国際法
を問わず「主体の変更」を意味し、国際法と国内法の区別は無意味化する228）。
そのような重大な条約は、単に憲法を修正するだけの通常の条約と異なり、憲法
制定行為によってしか法的に正当化されない229）。マーストリヒト条約もそのよ
うな重大な条約として理解され、「憲法制定権力の発動」が求められる。そして、
このマーストリヒト条約の重大性は、EU がフェデラシオンであり、フェデラシ
オンの創設において「国家」という政治体の本質的変更が必要であることから生
じる。この議論の骨子自体は Puissance de L’État の時点で示されているが、国
家とフェデラシオンの対置を主題として展開される後のボーの連邦論とも、矛盾
せず接合する。
　Puissance de L’État を憲法制定権力論として読む限り、連邦論の嚆矢を確認
した時点で完結し、フェデラシオンは主題ではなく、マーストリヒト条約の問題
に回答するための道具と位置付けられるにとどまる。だが、後の連邦論と接合さ
せて同書を読む場合、Puissance de L’État の末尾に示される以下のような議論
が大きな意味を持つ。ボーは、Puissance de L’État の結論部分で、マーストリ
ヒト条約の性質を「憲法制定行為の裏面としての、連邦の憲法契約」230）とする道
筋を示している。国家とフェデラシオンの差異化は、フェデラシオンへの参加が

226）　山元・前掲注 2）（2000）1 頁。
227）　Puissance de L’État,	p. 431,	479,	483.
228）　Puissance de L’État,	p. 464.
229）　Puissance de L’État,	p. 477.
230）　Puissance de L’État,	p. 484.
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国民主権と両立しえないことを意味しない。むしろ全く逆に、人民の制憲行為に
よって、人民が所属する政治体の運命をフェデラシオンへの参加へ向けることが
可能であることを意味している231）。
　この部分を主権論・憲法制定権力論として読む限り、「国民投票の対象が憲法
の実質的変更を企図するものであった場合、それは憲法制定権力の発動によって
しか正当化されない」という主題の、具体的な例示として理解される。ここでの
ボーの目的は、憲法制定権力論の動態的な契機と静態的な契機を両面において活
用するある種のバランス感覚を備えた憲法理論232）を打ち出しつつ、直接的には

「国民のダイナミックな自己決定の地平が開かれ、民主主義の理論が前面に躍り
出て、憲法制定権力の動態的機能が静態的機能を突き破る」233）構図を描くことで、
ラスト・ワードとしての主権と、主権主体としての国民の、憲法理論における

「重さ」を活性化させることであった。
　しかし、これをボーの連邦論における「連邦契約」の描写として捉えるならば、
Puissance de L’État の新たな意味として以下の内容を読み取ることができる。
Pacte fédératif において展開された「憲法契約としての連邦契約」の議論におい
て示された通り、フェデラシオンの憲法制定権力を念頭に置くとき、マーストリ
ヒト条約の締結と批准の過程において、「連邦契約の再締結＝連邦の憲法制定権
力」と、構成国の内部における憲法制定権力の発動が、同時に生じていることに
なる。この意味でマーストリヒト条約の批准を対象とする国民投票は、「二重の
憲法制定行為」として理解される。連邦契約の憲法制定権力の担い手は構成国人
民であったから234）、ここで構成国人民が一度に二つの憲法制定行為を行ってい

231）　Puissance de L’État,	p. 485.
232）　山元・前掲注 2）（1997）57-58 頁。ここにいう「バランス感覚」とは、憲法制定権力

の発動が法的に無答責であり、裁判所が違法性・違憲性を判断しえないものであるがゆえ
に、無限定な発動がウルトラ民主主義的な憲法の否定へとつながる危険性を認識し、その
発動が可能となる場面を極めて限定することを指す。通常、憲法制定とともに凍結される
静的な憲法制定権力概念が妥当し、動的な憲法制定権力の奔放な発動は許されない。例外
的な「エネルギーの発散」として、民主主義と結合して提示される国民投票の形をとる場
合にのみ、動的な憲法制定権力の発動が肯定される。例えば、両ナポレオン下の国民投票
は、独裁制への正当性供給にとどまって、民主主義を欠いたがゆえに、ボーにおいて憲法
制定権力の発動とは認められない（Puissance de L’État,	p. 300-306.）。

233）　山元・前掲注 2）（2002）136 頁。
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る。同時に他の構成国人民も並列的にこの二つの憲法制定行為を行い、この制憲
者の複数性のために、人民の単一性を前提とする主権は存在しえない。「EU の
構成国に主権が残留する」235）という、あくまで主権の存在を維持した分析は、こ
こで否定されることになる。このように理解することで、フェデラシオンの憲法
制定権力の発動としての連邦契約に際して、連邦レベルと構成国レベルで、二重
の憲法制定行為が存在していることがわかる。
　この憲法制定行為の二重性によって、国家とフェデラシオンの差異がさらに明
確化される。国家の憲法制定が、その人民の単一不可分性を前提として、一回的
にのみ発動するものであるのに対して、フェデラシオンの憲法制定行為は、総体
としての憲法制定と、各構成国レベルでの複数的・非同時的な承認を含む。こう
して描き出される国家と比較した時のフェデラシオンの制憲行為の独自性は、

「水平的・契約的」であるフェデラシオン創設の性質と対応するものであろう。
　さらに、ボーの連邦論において明らかでなかったデモクラシーの問題の手がか
りが、憲法制定行為の在り方の中に示されていると考えることもできる。すなわ
ち、主権の不存在と無関係に、Puissance de L’État で示されたダイナミックな
自己決定の主体としての国民像が、EU 市民のみならず、構成国人民の次元から
直接に正統性を引き上げる構図236）において、そのままフェデラシオンにおける

「構成国人民」像としても成立しうるのではないか。通常においては EU 市民を
源泉とする正統性がフェデラシオンの基礎であるとしても、連邦契約の再締結の
場面では、EU 市民を源泉とする正統性に対し、構成国人民を源泉とする正統性
が、優越的価値を有することになる。しかし、「連邦契約の再締結＝フェデラシ
オンの憲法制定権力の発動」には、国家における「動的な憲法制定権力の発動」
の場合と同様、その対象の重大性と特定の手続きが要求され、統合の解消へ向か

234）　Pacte fédératif,	p. 264.
235）　Florence	CHALTIEL,	La Souveraineté de L’État et L’Union européenne, L’Exmem-

ple français, Recherches sur la Souveraineté de L’État membre,	LGDJ,	1999,	p. 448.
236）　山元・前掲注 2）（1997）48,	 70 頁は、ボーの憲法制定権力論を、一定の民主主義観と

結合して示されるものと考え、「立憲主義的民主主義」の枠内に位置づけようと試みてい
る。本稿は、これと同じ構図がフェデラシオンにおいても成立する可能性を示すものであ
る。
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うような「奔放な連邦契約の書換え」は否定される。このように考えるとき、憲
法制定権力論においてボーが示した「バランス感覚」が、連邦論においても表現
されることになる。
　ボーの連邦論は、連邦契約を中核とし、連邦の創設の分析に重きを置くが、こ
のことは一見、ボーにおいて、連邦の創設後、構成国の法的な独立性は隠れ、ま
た、政治的自己決定の主体としての構成国人民は、EU 市民の中に埋没するかの
ように見える。しかし、以上の読解を前提とすれば、創設以後のフェデラシオン
について以下のような構造が導き出される。創設以後のフェデラシオンにおいて、
構成国人民が主体となる動的な憲法制定権力が発動され、これによって連邦契約
が締結し直され続ける。構成国と構成国人民は、連邦契約の書換えのたび、政治
的自己決定の主体として立ち現れ、結果的に構成国が政治的に解消されないこと
が保障される。本稿において読み解かれた「構成国人民」像と、ボーにおけるフ
ェデラシオンの本質（構成体が解消されない統合）が、この構造のもとに交差す
るのである。

Ⅴ　むすびに代えて：憲法学と国家論の展望

　以上において、ボーの連邦論と主権論・憲法制定権力論を重ね合わせることで、
EU を法的に説明する可能性を示した。しかし、本稿が示したこの読解はあくま
で「試論」であることを、最後に強調しておきたい。ここで注意しなければいけ
ないことは、ボーが連邦論の入り口であるの時点では EU をフェデラシオンとし
て構成する道筋を示しておきながら、そこから 13 年を経た Théorie de la 
Fédération において、EU を検討対象から意図的に除外したことの意味である。
この点について仮説を立てるならば、マーストリヒト条約締結時点の EU からボ
ーが予想していた EU 統合と、現実の EU 統合の進展の間にずれが生じた可能性
が考えられよう237）。
　また、ボーの議論の力点が、連邦創設の場面に置かれていることに関して、連

237）　とりわけ、2005 年にヨーロッパ憲法条約がフランスとオランダの批准拒否によって挫
折したことは重大であろう。
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邦論・国家論それ自体に内在する問題を指摘しておかなければならない。ボー自
身が指摘する通り、伝統理論において国家連合と連邦国家の区別の理論が発展し
てきたのは、三つの連邦国家創設の歴史的エピソードを説明するため、すなわち、
アメリカ・ドイツ・スイスの連邦形成史を法的に説明するためであった238）。ボ
ーがフェデラシオンの憲法として定義した連邦契約の概念は、連邦の一般理論と
して提示されてものではあるが、それと同時に、EU の創設を説明することを明
確な目的として構成されている。伝統理論にとっての三つの連邦国家や、ボーの
連邦論にとっての EU のように、歴史的な政治体の変更が先行して、それを後か
ら見て説明することが、連邦論の重要な役割である。しかしそれゆえに、一回的
な事象の説明に終わってしまう可能性も秘めいている。とりわけ、論点を連邦創
設に集中するほど、「分権の理論」ではなく「統合の理論」であるという性質が
強まる。このような見方をすれば、ボーの定義する連邦契約も、民事的契約とパ
ラレルで捉えられるような理論というものよりも、欧州統合という奇跡的な事象
を説明するための概念という色彩が強くなる。だとすれば、ボーの掲げた「一般
理論」という表題を掲げることが、連邦論においてそもそも可能かということが、
問題とされよう。論者と特定の歴史的事象とのかかわりを、慎重に読解すること
が求められる。
　また、ボーが主権論の裏返しとして連邦論を構成したことについて、および、
本稿が憲法制定権力論を連邦論と重ね合わせることによって試論を行ったことに
ついて、さらに問題が生じうる。ボーの連邦論は国際化に対応して進行する国家
の相対化に対して示されるが、その裏側に、国家の主権が無傷な概念として保護
されていることに注目しなければならない。これとは対照的に、国家の相対化と
ともに主権原理が相対化していくことが指摘されており、むしろ憲法学にとって、
ボーよりもこちらのほうがなじみ深い議論であろう。ここで、主権論、憲法制定
権力論の意義についての問題を提示することができる。
　第一は、統合の理論としての連邦論のフィクション性と、主権論のフィクショ
ン性の関係の問題である。すなわち、連邦創設の場面において、構成国の先行性

238）　Théorie de la Fédération,	p. 72-73.
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をいかにとらえるかが重大な問題であった。構成国と連邦のうち、連邦創設まで
は構成国しか存在していないために、連邦と構成国の関係を垂直的なものと説明
することや、連邦憲法の書き手を、国家の憲法同様単一不可分の人民と説明する
ことについて、大きな困難がともなう。この問題を、論者は何らかのフィクショ
ンを用いて解決する必要があり、ボーはこのフィクションを、なるべく現実に対
して無理のない、フィクション性の薄いものとすることを、理論としての正しさ
ととらえた。しかし、この連邦創設にかかわるフィクションと似たものが、国家
の憲法の場合でも存在していることは容易に理解できよう。国家・政体の成立時
に、憲法制定者である人民が単一不可分のそれとして存在しているのか、という
問題は、主権論・憲法制定権力論のフィクション性の問題としてあげられるもの
であり、その点を考えれば、創設にまつわる理論的問題は連邦でも通常の国家で
も、共通していると言えるであろう。この問題は、翻せば「主権者人民」を想定
すること自体が暴力的なフィクションなのではないか、という、憲法が国家と主
権を扱う上で非常に根本的な問題へとつながる。
　第二に、国際社会への憲法学の対応という視点から、第一点よりも重大な問題
と考えられるのだが、国家の相対化をともなう EU の統合に際し、具体的に主権
はどのような変化を遂げるのかという問題の困難性を提示したい。ボーにおいて、
フェデラシオンはその性質として主権を有しない政治体であるし、成立時につい
ても、各構成国が「主権を括弧に入れる」という特殊な表現によって、連邦創設
の特殊性を提示するにとどまっている。しかし、「主権がない」と言ってみたと
ころで、EU に現実に存在する生の統治権力を概念として示したことにはならな
いのは明らかであり、このことは、連邦創設の議論が一回的な歴史的事象の物語
的な記述であることの弱点ともいえるものである。
　しかし、ここで、国家間の統合、創設段階における主権の問題に焦点を絞ると、
統合の最中にある諸国家の主権を、論理的にどのように扱うかについては、「複
数主権」を認める方向性と、「主権消滅」というフィクションを用いる方向性の
二つが考えられよう。「複数主権」は、現実の権力の委譲や制限を引き起こす統
合の中でも、各国家に主権があることは変化しないとする方向であり、「主権消
滅」は、統合によって主権が消える、あるいは、主権の問題は意図的に横に置き、
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事実として進行する統合を受け入れるという方向である。
　「複数主権」論については、やはり、「権力の制限や委譲があっても主権である
ことに変わりない」という議論の立て方は、それ自体として主権という概念から
離れてしまっているのではないか、という疑問が湧くだろう。要するに、ここで

「主権」の語を使うのは誤用ではないか、あるいは統合の推進力を現実よりも弱
く見せてしまう、ミスリーディングな用法ではないか、という問題が考えられる。
統合によって諸国家の権力が制限されることはもはや事実のレベルであり、理論
がそこから離れすぎることは、ボーの批判する「現実に対して暴力をふるうがご
ときフィクション」へつながることになる。
　これに対し、ボーも採用する「主権消滅」の方向性は、主権者の存在をあえて
確定しようとせず、現実の統合をより正面から受容できる概念としては優れてお
り、また、「主権」の概念には手を加えないという点においては、むしろ複数主
権よりも法理論としては穏当な方向性であるかもしれない。「主権消滅」論の道
筋を採るものとしてボーの連邦論を観察すると、連邦において「主権」を捨てて
も「憲法制定権力」は捨てず、憲法学・国家論であることの必要条件を満たしつ
つ、創設の重視から歴史的叙述としての国家論へ接近し、「主権消滅」型の理論
的な穏当さを選択したものと考えられる。
　しかし、ここで問題となるのは、政治的な意味においては、この道もありえな
いということである。すなわち、政治の領域では、「統合によって国家から主権
がなくなる」と言うのは究極的にはタブーであり、たとえば為政者がこのような
発言をする可能性を考えてみればよい。もちろん、政治的次元の言論と法的な議
論は別物であって、一致させる必要はないが、政治体の形態という、究極的には
政治の次元に端を発する問題について、法的議論が政治的次元との距離が大きい
ことは、その議論のフィクション性の強さを示すことになるのではないか。この
点は、「複数主権」の道筋をとった場合のほうが、主権の存在を所与とする政治
的次元となじみやすいことになろう。しかし、考察する土台が憲法学である以上
は、主権の存在を無視しえない。いかなる概念の意味の変更や取捨選択を行うに
しろ、この政治体の根本にかかわる重要概念について、無視あるいは消滅という
法的に純粋化された形で結論を出すか、それとも政治的次元とのなじみやすさに
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配慮するか、対応したい次元・問題意識の比重によって、政治的にありえない道
筋を選択する可能性があることは、現代国際化社会において憲法学が国家を語る
ことの困難性を示している。
　しかし、一方で現実の EU の政治的実態と、ボーが構成しようとした鍵概念フ
ェデラシオンの間にずれが生じたのだとしても、ボーの連邦論はそれ自体として
注目すべきものである。なぜなら、ボーの連邦論が、あくまで憲法学・国家論の
立場から、EU の問題に解答しようとしているからである。現代国際社会におい
て、主権国家の相対化が語られるなかで、とりわけ EU を「法秩序」や「ガバナ
ンス」とする理解が生じ、また、国際社会における国家以外のアクターを強調す
ることで、国家の構成体としての絶対性が相対化される。また法的次元において
は、欧州司法裁判所が「主権の委譲」を判示することに象徴されるように、主権
の不可分性を相対化することが迫られる。憲法学は「国家間関係に関心を集中で
きる国際法学ほど容易には、主権の可分性を承認できない」239）という EU 法学か
らの指摘の通り、単一不可分の主権をはじめとして、近代国家論を支えてきた鍵
概念を見直すところからはじめない限り、憲法は国際社会を語ることができない。
　このような視点から、改めてボーの試みを観察してみよう。ボーは連邦という
概念そのものを再定義しようとしたが、そのために、いったい何を維持し、何を
変えたのか。まず、ボダン読解から始め、原理的な意味での主権の単一不可分性
を確認するボーは、主権に手を加えることはしなかった。その代わりに、連邦は
主権と両立しないことを正面から認めてしまい、憲法の定義に変更を加えて憲法
契約の概念を創出し、連邦創設を説明した。すなわちボーの連邦論は「主権を守
り、憲法を変える」ことで、現代国際化社会に対応するための憲法学の問い直し
をはかったものと評価できる。EU について憲法が語るとき、主権の委譲・分割
といった、主権の不可分性に根本的な変更を及ぼす恐れのある理論操作を回避し
ようとするならば、代わりに憲法の概念を綿密に定義しなおすしかない。連邦論
をはじめとする国家の枠を超えた議論を憲法学が行う場合に、「何を変えて、何
を変えないか」という問題は、逆に言えば、「何を変えてしまっても、憲法学で

239）　須網隆夫「EU ／ EC 法秩序とリスボン条約」福田耕治編『EU・欧州統合研究―リ
スボン条約以後の欧州ガバナンス―』81 頁（2009　成文堂）。
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あり続けられるか」という問題であるといってもよい。国家統合を捉えるにして
も、主権・国家といった国家論の概念を全て捨てるか、根本的な変更を加えてし
まっては、もはや「憲法学」たりえず、捨てざるを得ないとすれば、もはや憲法
学によって国際社会を捉えることが不可能となってしまう。こうして見ると、ボ
ーの連邦論は、あくまで憲法学を放棄せず、憲法学から提示できる理論の限界線
を慎重に探った結果、生まれたものであると考えられよう。
　この点、ボーの主権論における主権の非対称的性質の議論において、ボーがこ
のような問題意識を有していることが推察される。ボーは、主権論が国家内部の
議論と国家外部の議論の結節点となっていることを指摘し、この結節点を担う憲
法理論の課題として、国家的な現象と国際的な現象の連動を説明することを志向
する。国際的な現象としての国家統合や条約の批准が、国内法においていかなる
現象を引き起こすか、あるいはどのような国内法的手続きが必要となるのか。こ
の点、国内法と国際法をつなぐ主権という結節点においてのみ、この問題を検討
することができるはずであり、それこそが憲法学の課題として示される。この議
論は、直接には、なぜ憲法制定権力論を論じなければならないかを説明するため
のものであるが、ここで指摘される国内的現象と国際的現象の連動の典型例とし
て、連邦契約締結の場面が意識されている。ボーは、連邦契約締結の場面におい
て、ある人民の憲法制定権力の発動と連邦契約の実効化が、まぎれもなく構成国
の主権を犠牲としていることを指摘し240）、これを憲法論が説明しなければなら
ない課題として見定めている。このようなボーの問題意識は、主権論と表裏一体
となる連邦論の道筋を、Puissance de L’État の時点で既定のものとみなしてい
ることの証拠であるとともに、国際化社会における憲法学の、とりわけ国家論・
主権論の使命を考えるに際して、重要な手がかりを秘めている。

240）　Puissance de L’État,	p. 218.
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